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ビルマは、極めて独裁的な軍事政権 によ り統治されている。1962年 、ネ ・ウィン将軍が選

挙 による文民政府 を転覆 し、多数派 ビルマ民族 グルー プによ り支配 される抑圧的軍事政権

を樹 立 した。1988年 、国軍は民主化運動デモ を残忍 に弾圧 し、国家法秩序 回復評国会

(SLORC)と 呼ばれる19人 の陸軍将校か らなるグループが支配権を握 り、1974年 の憲法 を

廃止 し、それ以来命令 により統治 している。1990年 、民主化運動政党は概 して 自由 ・公正

な国会選挙 において議席の80パ ーセ ン トを獲得 したが、政府 はその結果の承認を拒否 した。

1992年 、当時の将軍タン ・シュエがSLORCを 継承 し、1997年 にその名称 を国家平和発展

評国会(SPDC)に 変更 した。13人 構成のSPDCは この国の事実上の政府であ り、その下位

の平和発展評国会が管区、州、市、群区、区、村 レベルにおいて命令 によ り統治 している。

いくつかの長期国内民族抗争がくすぶ り続 けている。司法は独立 してお らず、軍の管理下

にある。

政府はその強固な軍事支配を広範な保安規制機構によ り強化 した。陸軍最高諜報部(OCMI)

は、軍、政府職員、一般市民の監視 によ り、また、政治活動家に対す る差別、脅迫、逮捕、

拘留、暴行 、市民の外国人との接触 に対す る制限によ りこの国を支配 した。政府 は、その

保安措置 を秩序 と国の統一 を維持するために必要な ものとして正当化 した。治安部隊の隊

員は数え切れないほど多 くの重大な人権侵害を犯 した。

資源は豊富であるが、 この国は極めて貧 しい。1人 当た り推定年間国民所得は約300ド ル

である。5000万 を超える人口の大部分は農村地域に住み、最低生活水準で暮 らして いる。

40年 問の軍政、経済運営の誤 り、この国固有の腐敗 により広範な貧困、劣悪な保健医療、

教育 レベルの低下、貧 しいインフラス トラクチャ、絶 えず悪化する経済状態がもた らされ

た。 この年、民間金融部門の崩壊および追加国際制裁 の経済的影響 によ り経済 はさらに弱

化 した。

極めて悪い政府の人権 記録はさらに悪化 し、政府は無数の重大な虐待を行 った。市民は依

然 として 自分たちの政府を変える権利を持 っていない。治安部隊は、法手続を踏んで いな

い殺人および強姦 、人々の強制移住、強制労働 の利用、少年兵の徴集を継続 し、また、一
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般市民の民兵部隊への強制徴用を再開 した。この年、政府関係機関が70人 に上 る民主主義

活動家を殺害 した。行方不明者の発生が続 き、保安部隊の隊員は囚人および抑留者 を拷 問、

殴打、その他によ り虐待 した。市民は恣意的 に逮捕 されても抗議できなかった。反体制政

治的意見 を表明 したために逮捕 、抑留されるケースは無数 に発生 した。この年、政府 は270

人以上の民主化運動支持者を逮捕 したが、逮捕者は主 として、この国の最大民主化運動グ

ループ、国民民主連盟(NLD)の 党員である。政府はこれ ら逮捕者の多 くを秘密の場所 に抑留

した まま、家族 に通知せず、また、正当な訴訟手続 きも弁護士 との連絡の機会を与えてい

な い。 この年、政府は約120人 の政治犯を釈放 した と発表 したが、その大部分はすでのそ

の刑期 を終えてお り、 また、多 くの者は一般犯罪者で あって、政治犯ではなかった。年末

までに、推定で1、300人 の政治犯が投獄 されている。刑務所の状況は依然苛酷であ り、生

命が脅かされている。 もっとも一部の刑務所では国際赤十字委員会(ICRC)の 視察が許容さ

れた後に状況が改善された。政府は人権侵害者を訴追または処罰する措置を講 じなかった。

5月30日 、政府関係の軍隊がアウン ・サ ン ・スー ・チーに率い られたNI。Dの 隊列を襲撃

し、NLDメ ンバーお よび民主化運動支持者か ら数百人の行方不明者、逮捕者、負傷者、強

姦された者、死者 を出 した。 この襲撃 に続 いて、政府当局はアウン ・サ ン ・スー ・チー、

他のNLD役 員、襲撃の目撃者 を拘留 した。年末現在、政府はこの襲撃 について調査 してお

らず、また、なんらかの役割 を果たしことを認めていない。政府は続いてNLDの すべての

政治活動 を禁止 し、最近再開 した約100箇 所のM,D事 務所 を閉鎖 し、9人 構成のNLD中

央執行委員会全員 を拘留 し、全国において他の政党の活動を厳重に監視 した。

政府は言論、報道、集会、結社、移動の自由を厳 しく制限 し続 けた。 この年、民主化政治

活動の嫌疑 をかけ られ たかまたは告訴された者 は、殺害、厳 しい嫌が らせ、暴行、恣意的

逮捕、裁判によらない抑留、外部 との連絡を許さない拘禁、自宅軟禁、政治1経済事務所の

閉鎖等によ り迫害 された。

政府 は宗教の 自由を制限 し、仏教を強制的 に奨励 して他宗教 を制 し、宗教的少数派に制限

を課 した。 この国のイ スラム少数派 に対す る政府の規制が継続 され、イ スラム教徒に対す

る差別および嫌が らせ の行為が続いた。政府は 日頃か ら市民のプライバ シーを侵 害 した。

治安部隊は引き続き市 民の移動および通信 を組織的に監視 し、令状な しに住宅 を捜索 し、

正当な補償 も法的対抗手段 も与えずに人々を強制的に移住 させた。SPDCも 武装民族集団

か ら市民の支援基地を奪 うために少数派民族の市民を大量 に強制移住 させた。政府 は、移

動の自由、特 に25才 未満の女性市民に外国旅行 の自由を引き続 き制限 した。

政府は国内人権諸組織 に対 し独立に機能することを許 さず、その人権記録の外部調査に対

して依然敵意を示 した。政府 は国連 ビルマ人権特別調査官(UNSRHR)に 対 しこの国にお け

る2つ の限定された使命 を果たす ことを許容 したが、UNSRHRの 要求したすべての場所へ
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の訪問は許 さず、 また、調査官の要求 した長 さの滞在 も許 さなか った。 また、政府 は国際

労働機関(ILO)に 対 しラングー ンにおける連絡事務所の運用 を許可 した。 しか し、アウン ・

サ ン ・スー ・チー に対する5月30日 の襲撃の後、ILOは 政府 との強制労働に関す る協定草

案 の最終決定を遅 らせた。女性 に対す る暴力および社会的差別 は、宗教的および民族的少

数派 に対す る差別 と同様 に依然 として問題で ある。政府 は労働者の権利の制限、労働組合

の禁止、公共工事および軍の駐屯地の維持 のための強制労働の利用を続 けている。強制児

童労働 は、その慣行 を禁止す る最近 の布告にも関わ らず、依然重大 な問題である。SPDC

の軍隊による市民の荷物運搬夫 として の強制使用 は、一 それは酷使、疾病、 ときには死亡

を伴 う一政府による少年兵の強制徴募 と同様 に、依然 として 日常的慣行 となっている。人身

売買、特 に売春を目的とする女性 および少女 に関わる人身売買は、 この問題 に対処するあ

る程度の努力に関わ らず、依然 として広 い地域において行われている。

カ レン民族同盟(KNU)、 カ レン国民革新党(KNPP)、 南シャン州軍(南SSA)を 含む武装民族

グループも、殺人、強姦、強制労働、少年兵の徴集を含む人権侵害を犯 したか もしれない。

もっとも政府よ り規模は小さいであろ うが。

人権の尊重

第1節 以下の脅威からの自由を含む人格の完全性の尊重

a。恣意的 または不法な人命の剥奪

5月30日 ・この国の北西地域 のデペイ ン村付近 において政府関係 の軍隊が竹竿 、金属パイ

プで民主主義運動支持者を殺傷す るため に政党指導者アウン ・サ ン ・スー ・チーに率い ら

れたNLDの 隊列 を襲撃 した。襲撃者はNLD党 員のSanMyint、TinMaungOo、ThienTbe

Aye、KhinMaungKyawを 含む少な くとも6人 あ支持者を殺害した。殺 された他の2人 は

学生のMhlZawOoと モニワか らきた仏教僧侶UPannaThiriで ある。外交代表は、負傷

のために後に死亡 した別の2人 の犠牲者 について信頼できる報告 を受けたが、そのうちの1

人は9月 初めに死亡 したマ ンダ レーの政治活動家、TunAungKyawで ある。現地の村民お

よび襲撃か ら生き残った人々は、 この襲撃がNLD隊 列に随行 した70人 もの民主化運動支

持者 を殺害 したか もしれないと外交代表 に報告 した。年末までに、隊列 にいた10人 のNLD

党員および47人 の民主化運動支持者 を含む他の多 くの負傷者の運命は依然判明 していない。

信頼できる報告 によると、襲撃のあった夜、明 け方 までに治安部隊が襲撃現場周 囲の村落

を荒 らしたが、それによ り数十人の他の村人、学生、仏教僧 侶を殺害 したか もしれないと

いう・政府 はNLDの 隊列 に対する襲撃で4人 が殺害 され、48人 が負傷 した ことを認めた
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が、周囲の村落 にお ける殺害疑惑は認めなかった。政府はどの襲撃 について も確実に調査

せず、 したがって刑事免責の雰 囲気を継続 させた。 この襲撃 に関与 した といわれる当局者

はその後報奨 を与えられた。当時のSPDC第2長 官として襲撃の立案 に関係 したと言われ

るSoeWin陸 軍中将 は、軍事政権 の非常 に高い地位の第1長 官に昇進 した。信頼できる情

報 によるとこの襲撃実行の責任者である地区司令官のSoeNeing准 将は横異動 してイラワ

ジ地区司令官 に任命され、訴追、謎責などは受けなかった。

これ まで に武装民族抵抗グルー プと結 び付 いてきたシャン人権財団(SHRF)の よ うな組織

がこの1年 間に軍隊により頻繁な財産の没収と市民の拷問を伴って行われた国境地帯およ

び民族抵抗地域における市民の殺害の多数の事例 を報告 した(第1.g.節 および第5節 参照)。

外国人監視員 による面接も同様な虐待を記録 した。SHRFは 、3月 に自分の畑で働いていた

2人 の農民が シャン兵である として、あるいはシャン兵 を助けているとして告発 された と報

告 した。2人 は、シャン州Nam・Zamg郡 区の農場で ビルマ陸軍部隊の巡察隊によ り射殺 さ

れた。4月29日 、巡察隊がシャン州Lai・Kha町PhuayHai村 はずれの路上で難民農夫 を

政府軍の要求 した米の割 当を供出できなかった廉で射殺 した。5月5日 、政府軍の巡察隊が

シャン州の辺鄙な農地で働いていた農夫を殴 り殺 した。8月 、武装反政府 グループ、カ レン

民族同盟(KNU)は 、7月16日 に大隊長MyintHtunOoと 中隊長MoeMungが カ レンの村

長のSawHtooPweSherとSawKyawAyeSweを 独断で即時 に射殺 した と報告 した。

政府が以下の2002年 殺害に関与 した兵士を調査 または訴追する措置を講 じたという報告は

ない。4月 のカ レン州における6人 の子供 を含む10人 の殺害 と9人 の傷害。6月 に報告さ

れた シャン州のタイ国境付近 における6人 の村民に対する強盗 と殺害。9月 の シャン州

Kholamに おける10人 の村民の殺害。また、テナセ リム地区にお ける前線キャンプを設営

するために強制労働に徴集 された11人 の囚人の2001年 の射殺 に関与 した兵士 を調査また

は訴追す る措置 を政府が講 じた という報告はない。

苛酷な待遇お よび適切な医療 の欠如のために収容者が刑務所および強制労働作業場におい

てあるいはそれ らか ら釈放 されて まもな く死亡 した(第1.c.節 参照)。 この年、刑務所の状態

は、生死 に関わる状態か ら劣悪な状態にやや改善された とICRCは 思っているが、生死に

関わる状況 は再現 しかねない。 この年、刑務所および強制労働作業場における死亡の調査

報告はなかった。

保安部隊が地雷の除去作業に市民を使役 したために死亡 した という未確認の報告が数件あ

った(第1。9節 参照)。

一部の武装民族グルー プも殺 人を犯 していると伝え られている。未確認報告 によると、5月
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21日 、SSA・ 南 は シ ャン州Tach皿eikの4箇 所 で爆 弾 を爆 発 させ 、4人 を殺 害 した。

b.行 方 不 明

一般市民および政治活動家が数時間か ら数週 間以上の間 「失踪jし 、また、多数の人々が

二度 と現れな い事件が続 いた。 このような行方不明は、一般 に、家族に知 らせず に尋問の

ため個人を拘留する当局または運搬 または関連作業のためにしばしば家族に知 らせず に一

般市民を徴用する陸軍の慣行のためである(第6.c節 参照)。 多 くの場合、尋問のために拘留

された一般市民は程な く解放 され、家族の許に帰った。

この年 、国 際 アムネ ステ ィ(AI)は 、2002年 に政府 によ る拘 留 中 に失踪 した17人 の リス トを

作成 したが 、年末 現 在で多 くの人 々が以 前行 方 不明 で ある。AIに よ る と、2002年3月 、 リ

ス ト上 の7人 のMyeikDawei統 一戦 線 メ ンバ ー ・KhinMaung・ShewBay、 臓nSan、

N&igOo、KyawNaing、TkanZaw、OhnLwinは 政府 軍兵 士 によ りメル ギ ー刑務 所 か ら

移送 され 、 テナ ス リム地 区のDoneKyun島 到着 直後 に処 刑 され た といわ れ る。2002年7

月 ・2人 のNLD党 員 ・ChoLwinとKyaw〈yeがKawthaung刑 務所 か ら移送 され た後 に

政府 抑留 中 に行方 不 明 にな った。農 民ThinnPeとBaSeinは 、Kawthaungに お いてOCMI

の将 校 によ り拘留 され て い る間 に2002年8月9日 に行 方不 明 にな った。2002年9月 、全

ビル マ学 生民 主戦 線 の メ ンバー ・TinTunと3人 のMyeikDawei統 一戦 線 メ ンバ ー 、Nian

Soe、MaungShwe、KyawMyintが 南 テナサ リム地 区 にお いて兵士 によ り抑 留 され て いる

間 に行 方不 明 にな った 。

軍隊 によ り荷物運搬夫 として使役 されるために徴用 された人々お よび強制労働 または運搬

作業のために移送 された囚人の行方は、不 明のままの場合が多 い。運搬夫 として作業 して

いる間に殺害された一般市民に関する報告 もある(第1 .a節 参照)。 家族は、一般に、自分の

縁者の囚人仲問が生き延びて家族 に情報をもた らした場合のみ、その運命 を知る。外交代

表は、8月16日 に15才 の学生 と3～4人 の若者が ラングー ンの喫茶店か ら行方不明にな り、

政府によ り軍用運搬のために強制連行 された とみ られるとの信頼 できる報告を受け取 った。

家族は少年の居場所を知る ことができず、その行方は以前不明である。

政府は、ここ数年の問の次の行方不明 に関す る新 しい情報を提供 しなかった。6人 の囚人が

Kawthaungの 刑務所か ら連れ出され・Zatekyi海 軍基地の東のNgaphyawjoaw村 落地域

で処刑された2002年4月 のケース。食料採集からの帰途 に3人 の兵士によ りMongTbng

郡区NaaKawngMu村 の軍キャンプに連行 された村人の2002年8月 の失踪疑惑。2001

年7月 におけるMYieikの7人 の囚人の失踪および伝え られるその処刑。
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拷問およびその他の残忍な、非人間的あるいは恥ずべき待遇または処罰

拷 問を禁止する法律は存在する。 しか し、治安部隊の隊員 は囚人、拘留者、その他 の市民

に対 し拷 問、殴打、その他の虐待 を加えた といわれ る。彼 らは抑留者を威圧 ・混乱 させる

ために考え出された苛酷 な尋問手法を 日常的 に抑留者 に加 えた。 囚人が長時間にわた って

しゃがむ姿勢、つ らい姿勢、 または苦痛 に満 ちた姿勢 をとらされ たという報告が過去数年

にわたってもた らされている。治安部隊が市民 に嫌が らせや虐待 を加えた という信頼でき

る報告が依然 として多数存在する。軍隊は 日常的に財物、現金、食料を没収 し、運搬夫を

調達す るために強制的 ・虐待的徴募方法 を用 いている。運搬 またはその他の労働を強制さ

れた人々は、ときには死 に至る非常 に困難な状態、殴打、食料の欠乏、飲料水 の不足、虐

待 にさらされた。

この年、ここ数年にわた り政府軍兵士が移住、強制徴用、強制労働に抵抗 した人々を殴打、

強姦、殺害 した事件 に関する新 しい報告が浮かび上がった。 報告はこの年も虐待が続 いて

いることを示 している。た とえば、6月25日 、カレン民族 同盟(KNU)は 、政府側の民主カ

レン仏教徒軍(DKBA)の 司令官が、村長が強制労働 の召集令を送付 しないな らば、カ レン州

Paan郡 区の21人 の村民を銃殺す ると脅迫 したと伝えている。7月8日 、MyaHtunに よ

り率いられた政府軍兵士がカ レン州Lay・Poで 村民を殴打 し、強制的 に軍用補給品を運ばせ

た。

目撃者は、5月30日 のNLDに 対する襲撃中に政府関係の襲撃者が数人の女性民主主義運

動支持者 を強姦 したと報告 した。

政府軍の兵士がシャン州およびそ の他の少数民族州 において少数 民族の女性 を強姦 した と

いう信頼できる情報がある(第1.g節 参照)。

シャン州ケン トゥー ンにおいて強制運搬労役中の7人 の市民が死亡 した2002年6月 の事件

について政府がその調査 また訴追 を行った という情報はない。

政府は、2002年 に報告された次の拷 問 ・虐待事件について誰かを調査または訴追を行 った

ことを示す情報を提供 しなかった。軍隊が住宅 を焼 き払い、村長の太股 を撃ちも両足の腱

を切断 して拷問 し、また、他の村人を殴打 したと伝え られる2002年 の5月 の事件。兵士が

テナセ リム地区のKameik村 で村人のSawPodbtを 撃って負傷 させたと伝えられる2002

年7月 の事件。

地方 自治体 当局者の腐敗が広範囲に及び、人身売買 に対する関与 を含んで いる(第6 .f節 参
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O)照

この年、政府 による農民の虐待および搾取に関す る数件の報告があった。た とえば、2月 、

Kynguangon郡 区平和発展協国会 は水 田米穀生産割 当を地方 自治体政府に供出しなか った

廉で82人 の農民 を逮捕 した。全国において、政府は農民に対 し未納米穀割 り当てを買 う金

を得 るためにその所有農地を売るよ う強制 した。Sagaing地 区のWbtlet郡 区では、Saing

Naing・Gyi、Mus㏄hone、Yindawの3村 で米穀割 り当て を供出しなかった43人 の農民の

取 り調べ中に地方SPDC当 局者が収穫 を没収 し、農家を破壊 した。 シャン州北部でも以前

にはシャン州で決 して栽培 されていなかった一種の中国米交配種の購入 ・植え付けのため

に借 り入れた ロー ンを返済できない農民か ら土地 を政府が没収した という信頼できる報告

が頻繁 に寄せ られた。政府は これ らの農民にこの新 しい稲交配種 を植え付 けるよう要求 し

た。いくつかの地域で役 人が慣例的に既成農地を没収 し、生計を維持するために限界耕作

地の購入 を強 いたという数件の報告もあった。4月 、政府は米の強制的前売 り制度を廃止し、

農民に全収穫を市場価格で売ることを認めたが、同時 に農民の農業金融の主たる源泉 も断

ち切 った。

刑務所および強制労働作業場の状態は、依然 として過酷であ り、生命を危険にさらして い

る。政府の刑務局は全国で約35箇 所の刑務所 と約70箇 所 の強制労働作業所 を運用 してい

る(第6.c節 参照)。 刑務所においては、食料、衣類、医薬品が極めて不足 していると伝えら

れた。寝具は床上のただ1枚 のマ ッ トである。囚人は家族 に頼 るよう強 いられる。家族は

生活必需品のために2週 間 ごとに1回 、1回 の訪問あた り15分 の面会が許される。囚人は

告訴 されない状態で数週間または数 ヶ月にわたって拘束される ことがあ り、囚人が犯罪に

ついて正式に告訴されるまで家族 は囚人を訪問 した り、大切な補足食料を送 り届 けた りす

ることができない。刑務所におけるHIVZAIDS感 染率は、1つ の注射器を共通利用するた

め に高いと伝 えられる。 こめ年、数人の政治犯の健康が悪化 し、少な くとも1人 の政治犯

が拘禁中に死亡 した(第1.a節 参照)。

政府は、刑務所の囚人に対する適切な医療 を拒否 し続けている。6月 、OCMIは 民主化運動

派国民民主党(PND)の 選出国会議員(M.P,・Elect)、SoeWinを 逮捕 ・収監 した。外交代表は、

同議員が1月 後にOCMI抑 留収容所26か ら釈放 された ときに、打撲の跡があ り、片眼が

盲 目とな り、言語 に障害があ り、周期的意識喪失にかかっていた ことを確認 した。同氏の

釈放後、政府は彼が利尿剤の過度服用 によ り自殺 を図った と主張 したが、この事件 に関す

るいかなる情報 も調査の証拠 も提供 しなかった。政府 による長期実刑判決の服役か ら釈放

された直後 に入院 した大学学生同盟の前議長、74歳 のTinAyeは 、釈放か らから1ヶ 月後

の9月8日 に死亡 した。 この年、政治活動のため1989年 以来収監されている73歳 のジャ

ーナ リス ト、UWinTinの 健康が悪化 し続けているという報告があった。同様に、1989年
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に逮捕され、長年 にわた り隔離 と拷問を受 け、1999年 に15年 の刑期が恣意的にさらに5

年延長された学生指導者、MinKoNaingの 健康についても重大な懸念がある。11年 の拘

留後 に今年釈放された新社会民主党の議長、AungZay段 は禁固中の虐待 と不十分な治療の

ために麻痺状態 とな り、いまでは這 うことしかで きない。政治犯支援協会(AAPP)は 、2002

年5月 にバセイン刑務所 において2人 の政治犯が刑務所長に苦情 を提出したために刑務所

当局によ り激 しく殴打 された と昨年報告 した。

政府 による と、政治犯拘留者は一般犯罪者か ら、未成年者は大人か ら、男子は女子か ら分

離される。ICRCに よると、政府の公式見解 は、政治犯に懲役を課すべきではないというこ

とである。

この年、ICRCは 、各刑務所 に1年 に少な くとも1回 訪れることを目標 として、この国のす

べての刑務所 に対する周期的訪問を行 った。ICRCの 強制労働作業場の訪問は2000年3月

に始 まり、この年の間継続 した。これ らの作業上は約70カ 所あると伝え られているが、多

くは臨時的であ り、特定 の作業プ ロジェク トを完成す るまでの間のみ存続す る。政府は、

ICRCに 対 し、医薬品の提供、囚人との書簡の往復、家族の囚人訪問支援の提供のような在

来の業務の遂行を許可 した。

d.恣 意的な逮捕、抑留または追放

合法的抑留の司法決定 に関する規定は法にな く、SPDCは 日常的 に恣意的逮捕と隔離抑留

を行 っている。刑法 は当局に対 し囚人が 当初の刑期 を完了した後 に随意 に刑期 を延長する

ことを認めている。

警察は軍隊の補助部隊であ り、軍の将校の直接指揮下にある。警察 は、通常、一般犯罪の1

み を取 り扱 い、政治犯罪は処理 しない。国家警察は行政上内務省の下 にある。腐敗 と刑事

免責は、政府が警察に対 しそ の運用 のため の資金の収集を強 いるシステムによる重大な問

題である。警察は、一般的に、犯罪捜査のために要す る相 当な金額 を支払 う犠牲者を必要

とし、警察は しばしば一般住民か ら金銭 をゆす り取 る。年末現在、警察 を改革する計画は

ない。

OCMI要 員 は、政府 に脅威を与えるかまたは政府を転覆する 「政治犯罪」の嫌疑 をかけら

れた者 を逮捕する責任 を持つ。逮捕後、OCMI要 員、場合によっては、警察官は容疑者に

頭 巾を被せてOCMI地 域尋問センターに連行する。OCMI要 員 は逮捕 された者 を数時間か

ら数ヶ月にわたって尋問 し、尋問中に随時被疑者 を刑事告発できる。恣意的なあるいは虚
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偽の告発は通例のことであ り、しばしば、無制限の抑留 を許容す る 「1950年 非常事態法」

に基づいて行われ る。2002年11月 、OCMI要 員は、アウン ・サ ン ・スー ・チーのために

象徴的ゴールデ ン ・ハ ットを作 った廉でShweM段ungを 逮捕 して暗 い監房に4カ 月留置後

した後、r盗 品を所持 した」とい う虚偽の罪 より同人を告発 した。

政府 は、市民を恣意的に逮捕 ・抑留 し続 けた。たとえば、1月16日 、OCMIは 、ラングー

ン市役所 の前で民主化運動ス ローガンを叫び、パンフレッ トを手渡 した2人 の仏教僧侶を

逮捕 した。 これ らの仏教僧侶は弁護人 によ り代理される権 利を拒否され、その後3年 の刑

期を宣告 された。5月30日 、政府はアウン ・サ ン ・スー ・チーおよび同女史 に従 う100人

以上の支持者 を恣意的に抑留 した。4ヶ 月の隔離抑留 に続いて、アウン ・サ ン ・スー ・チー

は自宅軟禁になったが、他の者の大部分は、ビルマの辺鄙な地域 において収監 された まま

であった。年末現在で14人 を除 いて全員が釈放された。政府 は独立監視員か ら女史および

その他のすべての政治犯への接近 を厳 し.く制限 している。5月30日 の襲撃以降、OCMIは

全国でNLD党 員をさらに100人 以上拘留 した。そのうち一部の者は政治犯 として告発 され

たが、単に恣意的 に拘留された者 もある。年末現在、25人 を除いて全員が釈放された。6

月3日 、OCMI要 員は当局 に対 しラングーンのBahan郡 区のNLD事 務所の再開を要求 し

た廉でKoMyoKhinを 逮捕 した。 家族 は何ヶ月も彼との面会を拒否 されてお り、彼は年

末にInsein刑 務所収監3年 を宣告された と伝え られて いる。12月 、政府は彼の上訴 を拒否

した。 しか し・彼の家族および弁護士はよ うや く面会 を許可された。9月23日 、OCMI要

員お よび地元警察は、ラングー ン市役所の前でデモを行い、アウン ・サ ン ・スー ・チーの

釈放 を要求 した廉でPhonAungを 逮捕 した。年末現在、彼の所在は不明である。

2002年9月 ・政府はラングー ンで少な くとも30人 の政治活動家を逮捕 した。逮捕者の中

には・1990年 選挙の国会(MP)選 出議員でNLD党 員のHlaTunが 含 まれているが、同議

員は1999年 に刑務所から釈放されてか らNLDで 活動 していなかった。政府 は最終的に

H:laTunを 含む数人の活動家を釈放 したが、国際新聞報道 によると政府は4人 の活動家 に

対 して3年 の刑期を宣告 した。2002年 の恣意逮捕事案の多 くについて情報は入手できない。

2001年 、政府 は非常に尊敬 されている ノンポ リの77才 の弁護士SoeHanほ か数人を恣意

に逮捕 した。これ らの者は、上級大将タン ・シュエと当時の大臣KhinNyuntにNLD事 務

所の再開を求める書簡 を送った廉で21年 の刑期を宣告 された。年末現在、全員投獄された

ままである。

政府 は 「破壊活動分子の危険か ら国を守る法律」に基づいて刑期を恣意に延長す る。内務

大 臣はこの法律 を2ヶ 月ごとに1年 間施行でき、SPDC議 長は宣告 に5年 間を追加できる。

3月30日 、選出国会議員にして退役陸軍大佐、74才 になるKyawHsanは 政略的に下され
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た10年 の刑期 を終 えて 、釈 放 され た。 しか し、彼 は 、刑 務所 の 門前 で家族 の 目前 か ら監房

に 引き戻 され た。年 末現在 、彼 は無期 限 に収監 され て い る。マ ンダ レー で 、NeWin、TinAye

Yh、TinMyint、TinAye、ZamiAmg、TheinThanOo、KyawSeinMaung、Naing

Myint、HtayNyunt、SoeMyintを 含 む10人 の 政治 犯が 刑期 を終 了 したが 、釈 放 され な

か った。4月 、 政府 は この法 律 に基づ いて拘 留 され て いた3人 の囚 人、ZawMin、Htay

Thein博 士 、TinMyintを 釈 放 した 。年末 現在 、 政府 は 、健康 を害 して いる と伝 え られ る

MinKoNaingを 含 む約50人 の 学生 およ び政治 活 動家 を この法 律 に基づ いて 刑期 の満 了を

越 えて抑 留 して い る。

政府 は、外交代表に対 し、NLD隊 列に対す る5月30日 の襲撃 に関連 して正式に逮捕 され

たすべての政治犯を9月 まで釈放または起訴 した と伝えた。 しか し、外交代表の観察 によ

ると、政府は約12人 の家族の囚人訪問を阻んでお り、それは政府が5月30日 に抑留 され

たすべての政治犯を起訴 していない こと、お よび破壊活動分子の危険か ら国を守る法律に

基づいて彼 らを無期限に抑留する らしいことを示 している。

当局は一般市民 と政治活動家の抑留を続 けてお り、その一部の者は、治安部隊の手により、

ときお り一時的に行方不明となった(第1.b説 参照)。

この年、当局 は外国人ジャーナ リス トを拘留 または国外追放 しなか った。

廃止 された1974年 憲法は強制国外追放を規定 してお らず、政府 は強制国外追放を実行 しな

かった。

e.公 正な公開裁判の拒否

司法は政府か ら独立 していない。SPDCは 最高裁判所の判事を任命 し、次 に最高裁判事が

SPDCの 承認を得て下級裁判所の判事を任命す る。これ らの裁判所は、事実上司法権 を持

っているSPDCに よ り制定された命令 に基づいて事案を審理する。裁判制度は、郡区、地

区、州、国 レベルの裁判所 を含む。

この年・政府は命令による統治を継続 し、公正な公 開裁判またはその他の権利 を規定する

憲法規定によ り拘束されなか った。英国時代の法的制度の面影が形式的 に残 っているが、

裁判制度 とその運用には、特 に政治事案の取 り扱 いに関 して重大な欠陥がある。過度に広

い法一非常事態規定法・違法結社法、常習犯法、破壊活動分子の危険か ら国を守 る法を含む

一の悪用 と政治的な 目的のための法廷操作 によ り依然 として公正な裁判 を受 ける市民の権

利が奪われている。蔓延する腐敗が司法の公平性の失墜 にさらに拍車をかけている。
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刑事裁判 と政治裁判の手続 き間には根本的な差異がある。被告側弁護人によ り代理され る

権利 を含 む基本的な正 当な法の手続きに関わ る多少の権利は一般 に刑事事案では尊重 され

ているが、 政府が特 に神経 をとが らせる政治事案では守 られない。刑事事案では、被告側

弁護 人は裁判 の準備期間として15日 を与え られ、証人の召喚および反対尋問を行 うことが

でき、また、事案準備に15日 間の猶予を得ることもできる。しか し、弁護人の主な 目的は、

依頼人のために可能な最短刑期を得 るために裁判官 と取 り引きす ることである。信頼 でき

る報告 は、政治案件では高級軍当局が証拠 および法 に関係 なく判決 を命令する ことを示 し

ている。政治裁判は一般市民に公開されない。5月30日 およびその直後 に逮捕されたNLD

党員と数百人の民主化運動支持者の中に公判を受けた者は一人もいない。

この年、NLDと つなが りがあると思われて新たに逮捕された弁護士はな く、NLD党 員は

弁護士が投獄 されるおそれを抱かず に弁護を受 ける ことができた ように見える。 しか し、

2000年 に投獄された40人 以上の弁護士のうち約20人 は年末現在依然として獄中にある。

この年、刑務所か らの釈放者の大部分は刑期 を完 了またはほぼ完了 した者または病弱者で

あった。政府は、ほとんどの政治犯に対 し、理由の如何を問わず再逮捕 された場合 には刑

期の残 りを服役す る ことに同意す る旨の釈放承諾書への署名 を要求 した。た とえ ばアウ

ン ・サ ン ・スー ・チーとNLD党 員 に対する5月30日 の襲撃の後、政府は選出国会議員の

HlaMinを1カ 月抑留 し、釈放 し、その直後に再び収監 して前の刑期の残 りを服役させた。

年末現在、ICRCは 、 この国に約3,500人 の 「保安抑留者」が存在すると報告 した(第1.d

節参照)。外交筋は、このうち、1,300人 が政治犯であ り、またそのうちの38人 が1990年

選挙の選出国会議員のNLD党 員であると見ている。今年釈放 された囚人の中に、2001年

11月 に穏やかな抗議を行った廉で2002年3月 に7年 の刑期 を選考 された74才 の学者、

SalaiTunThan教 授が いる。5月30日 に逮捕 され、起訴 されなかった91人 のNLD党 員

および民主化運動支持者 は、2カ 月以内に釈放 された。

2000年 、政府は、アウン ・サ ン ・スー ・チーの兄(ビルマ人ではない)に彼女の居住 してい

る家族屋敷 の半分 の所有権 を求める彼女に対す る訴訟 の提起 を許容 した。 この事案は政治

的な動機に基づ くものである と広 く信 じられている。政府 は、一般 に、外国人か ら国民に

対する不動産権利訴訟 の提起 を許容 しないか らである。事実、そ もそもこの案件の訴訟提

起のために政府はこの兄に特別許可を与えなければな らなかった。裁判 は公開され、7カ 月

続いた。 この案件は・結局、適切に提起 されなかった という理由によ り却下 された。 しか

し・政府はこの兄に第二審を提起する権利 を与え、そ して、2002年10月 、 この事案の裁

判長はアウン ・サ ン ・スー ・チーの兄が仏教慣習法 に基づいて当該不動産 を相続する権利
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が持っている と判決 した。 この事案は年末現在で継続 して いる・

£ プライバシー、家族、家庭、通信 に対する恣意的干渉

廃止 された1974年 憲法はプライバ シーの権利を規定 していなかった。そ して 当局は 日常的

に市民のプライバ シーの権利 を侵 害 している。軍事政権は市民の生活 に大々的、恣意的に

干渉 している。広範囲に及ぶ諜報ネ ッ トワー クおよび行政手続 きによ り、政府はすべての

市民の旅行 を組織的に監視 し、多 くの市民、特に政治的 に活動的 と思われている市民の行

動を詳 しく監視 している。

法は、 自己の登録 した住居以外の場所で夜を過 ごす者 に対 し前もって警察 に届 け出ること、

居住者以外の者を泊める世帯 は客 の名簿を維持 し、警察 に提 出する ことを要求 している。

治安部隊は、5月30日 のDepeyin襲 撃の後、また、この年のラングーンの頻発爆発事件に

続 いて市民の監視 を著 しく増強 した。区レベルのSPDC職 員が未登録訪問者に関す る大規

模な抜き打ち夜間査察 を強化 した。

保安要員が私人の通信 と電話 を定常的に検閲 している。当局 は一般的 に市民の外国出版社

との直接加入契約を阻止 し続 けている(第2.a節 参照)。

政府 はすべての両方向電子通信装置の免許付与および割当を詳細 に管理 ・監視 している。

未登録の電話、ファクシミリ装置、コンピュータ ・モデムの所持は収監 によ り処罰される(第

2.a節 参照)。 たとえば、 この国では未登録携帯電話の利用者は3年 の懲役および1または高

額の罰金に処せ られる。

不十分な私有財産権および劣悪な土地所有記録が政府による住民の 自発的でない移住 を容

易 にしている。法 は土地の私有 を許容 していない。それはいろいろな種類 の土地利用権の

み承認 し、その多 くは自由に譲渡できない。植民後の土地法 も土地 に対す る私権が当該土

地の生産用途使用 を条件 とするという植民前の慣例を修正 した。

歴代 の軍事政権 は、武装民族 グルー プに対する支援 を拒むために少数民族グループに対す

る強制移住戦略を数十年にわた り適用 してきた。 このような強制移住 はこの年 もタイ国境

に沿 って特 に乾期攻勢 中に継続 された。強制移住 はしば しば強姦、処刑、村人および軍隊

のイ ンフラス トラクチ ャを構築す るための強制労働の要求を伴 うと伝え られている。商業

工事 または公共工事のために場所 を空けるために、 また場合 によっては、国内治安および

政治的管理の理 由によ り、SPDは 市民を 「新 しい町」 に強制移住 させた。新 しい町 を建設

す るこのや り方は最近い くらか少な くなった。新 しい町に移住 させ られた人々は一般 にイ
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ンフラス トラクチ ャの支えの大幅 な縮小のために非常 に苦 しむ。移動の対象 になった住民

は、一般に、短い予告で移動す る以外に選択の道 はない。(第1.c節 お よび第2.d節 参照)。

タイで非常に尊敬 されている、ある市民の2002年9月 の報告では、1996年 以降2,500以

上の村が政府軍によ り破壊 され るかまたは強制的に移住 させ られて60万 人以上の市民が移

動 した と推定 している。 この報告は、これ らの市民の うち35万 人が政府管理 「移住セ ンタ

ー」に移動 し、残 りの人々は姿 を隠 した と推定 して いる。 この慣行は、特にシャン州、カ

ヤ州 、カ レン州、モ ン州およびペグ地区の一部で広 く行われた。 これ らの地域では、数千

の村人が住み慣れた村を追われ、無人 とな った村は しば しば焼 き払われ、SPDCの 軍隊に

よ り厳 しく管理 されている戦略的地域の入植地 に移動 させ られる。その他の場合には、逃

亡 したかまたは自分の家 を追われた村人は森の中の地雷原に身を隠 し、十分な食料、安全、

基本医療 もない生活を送っている。

強制移住は、しば しば、隣国または政府によ り管理 されていない国内地域への大規模な難

民の流れを発生す る。ある地域では、政府 は元の民族の定住地 をビルマ系民族定住地 によ

り置き換 えた。他の地域では、軍の部隊がカ レン系住民をDKBAに よ り管理されている地

域に強制移住 させたか または移住 させようと試みた。

軍隊は日常的に家畜、燃料、備蓄食料、養魚池、アルコール飲料、車両、現金の没収 も行

った。このような侵害は1997年 以来蔓延 しているが、この年 に軍事政権 は各地域司令官 に

対 し兵姑的必要品 を中央当局 に依存するのではな く当該地方 において充足するよう命令 し

たのである。 その結果、地域司令官は、金、食料、労力、建築材料の強制拠出の適用件数

を国中で増加 した(第1。c節 および第6.c節 参照)。

国際人道法を侵害 して、軍隊 と反政府軍の両方 とも児童の強制徴集 を含む強制徴集 を行 っ

た(第1.g節 および第6.c節 参照)。

政府職員は一般に政党 への加入 または支援 を禁止 されている。 しか しこの禁止 は選択的に

適用されている。政府の大量動員組織 、団結 ・発展結社連合(USDA)の 場合、政府 はすべて

の公的部門職員および学生を含 む多 くの人々に対 し連合への加入 と政府支持会合への出席

の両方を勧誘するため に威圧 と脅迫を用いた(第2.a節 参照)。

過去 において、政府高官を含む当局者 は、両親 に対 し当局が児童の犯 した政治犯罪 につい

て保護者の責任 を追求できると繰 り返 し警告 した。 しか し、過去2年 間にこの実行 に関す

る報告はなかった。
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政府 の諜報機関 も外国人の動静を監視 し、外 国人との会話について市民を尋問 している。

政府職員は一般 に外国人に面会する前に事前の許可を得ることを求め られている。 この年、

各国際NGOは 、政府省庁代表のNGO現 地訪問への随行(NGOの 費用 による)を確保す る

よ う正式 に要求 された。 この要求は非現実的で あ り、必ず しも強制 されないが、民主派反

対勢力に関す る当局の懸念がある場合には、全面的に強制される。外交使節団もときには

この要求 を受け入れ させ られた(第4節 参照)。

女性市民と外 国人 との結婚は正式 に禁止されている。 この禁止は強制されていない。

g.国 内紛 争にお ける過度の力の行使および人道法 に対する違反

1948年 の独立以来、多数の民族反政府 グループが 自治 とビルマ人支配州か らの独立を求め

て政府軍 と戦 ってきた。1989年 以来、17グ ループが政府 との休戦協定を締結 した。これ ら

の協定の下で各グループは自分たちの武装部隊を維持 し、主 として 自分たちの民族 グルー

プが居住す る特定 の地域 において多少の行政機能 を果 たしている。 しか し、 いくつかのグ

ルー プが依然 として活発 に抵抗 している。KNUは 、相当なカレン人 口を持つ この国の東部

および南部地域において反政府軍事行動 を続 けている。カヤ州では1995年 に締結された停

戦の中断以来、KNPPが 政府 に対する戦闘 を継続 している。シャン州南部では、南SSAが

かれ らの祖先伝来の地 におけるビルマ軍の駐屯に対 して抵抗 している。

この年、外交代表は、2002年4月 に政府軍がカ レン州のPaanと モン州のMoulemeinに

おいて7人 のカ レン聖職者 を拷問・抑留 した という信頼できる直接取材報告を受け取った。

兵士は13頭 の雌牛、5台 の牛力荷車、家庭用品 を徴発 し、現金 を強要 した後 に2つ の教会

と11軒 の住宅 を焼き払 った。2人 の聖職者 は釈放 まで2月 間抑留され、彼 らが虐待 されな

かった と記載 された声明書に署名するよう強制 された。政府は、国家調査局という国家警

察 の部局に対 しこの事件の調査を命令した。 しか し、政府が虐待の廉で兵士 を訴追 したと

いう情報はない。

「安全な場所はな い:ビ ルマ陸軍 と少数民族女性 の強姦」 と題す る国際難民救済協会(RI)

の4月 の報告 によると、ビルマ陸軍は、少数民族の人々を抑圧 し、恐怖 に陥れ るために企

んだ虐待の1形 態 として過去4年 にわた り広 い範 囲においてカ レン族、モン族、カレニ族、

タボヤン族の女性 に対す る強姦を用いてきた。タイ ・ビルマ国境において1月 問行 ったイ

ンタ ビューにおいて、RIは 独 自に23件 の強姦 を実証 し、さらに75件 につ いて知った。 こ

の年の末現在で政府はRI報 告に回答 していない。

RIお よびその他のNGOは 、ビルマ陸軍の兵士が2002年 および この年 にシャン州およびそ
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一烈

の他の少数民族地域 において多数の女性 を強姦 した と報告 している。た とえば、4月5日 、

シャン州の郡区において部下の兵士が20才 の女性の夫を押 さえつけている間 に大尉がその

妻 を強姦 した。4月7日 、その女性 と夫が この地域のSPDC当 局にこの強姦 を報告 した。

しか し、何の措置も執 られず、その後二人は身の安全を恐れてタイ国境 を越 えて逃げた。8

月16日 、シャン州の郡区の村で大尉およびその他の20人 の兵士が1人 の女性 を集団強姦

した。続いて大尉 は、 この強姦 を報告 したな らば村長 と村人を処罰す ると脅迫した。2002

年4月 、WanHiSeng郡 区において5～6名 の兵士が37才 の女性 を集 団強姦 した。2002

年8月 、シャン州 のwanKunLu郡 区において兵士が4人 の女性を強姦 したと伝 えられる。

また、2002年8月 、LaiKa郡 区において兵士が37才 の女性を強姦 した。政府がこれ ら

の暴行 について調査 した という報告はない。

2002年5月 、SHRFお よびシャン女性活動ネッ トワー ク(SWAlN)は 、ビルマ陸軍が シャン

州 において少数民族 に対す る組織的兵器 として強姦 を用 いていると主張 した。 この報告は、

1992年 か ら2000年 にかけて52の 陸軍大隊の兵士によ り行われた625人 の女性および少女

に対する173件 の強姦および性的暴力について記載 している。この報告は、 これ らの暴行

の残忍性(報告 はこれ らの強姦の25パ ーセ ン トが死 をもた らしたと述べている)、将校によ

る強姦事件、(83パ ーセン ト)、犯人が処罰 されていない ことか ら見て、 これ らの強姦 はシ

ャン州の少数 民族を恐怖 に陥れ、服属させるために政府によ り許 されたもの と結論づ けて

いる。外交代表 によ り記録 された強姦犠牲者か らの直接取材報告 を含 めて、シャン州その

他 における陸軍 による強姦および性的暴力に関する確実な報告がある。

政府はSHRF/SWANの 組織的強姦の主張を否認 し、3回 の内部調査を命令 した。2002年8

月、政府は、兵士はこれ らの強姦 に関与 していないと主張 した。2002年10月 、政府は、

これ らの主張について調査を続けてお り、SHRFISWAN報 告記載のものと類似 している5

件の強姦の証拠を発見 したと述べた。政府 は、それ らの調査 に関する政府報告の写 しを国

際社会およびUNSRHRの パ ウロ ・セルジオ ・ ピニェイロに提供 したと述べた。 しか し、

ピニェイ ロによると、 これ らの調査 は、人権侵害主張 の調査 に関す る特別の技量 も経験 も

持たない陸軍およびその他の政府職員により行われた ものである。 これ らの調査 は、軍職

員 によ り組織 され、結論が予め決定 されて いる現地 当局者 との大規模な集団的 ・公開会合

であった という。 これ らの主張の独立評価 を許容 し、陸軍 による強姦お よび性的暴行 を防

止する措置 を講ず るよう要求する政府に対する国際的圧 力が継続 している。年末まで に、

政府は・ ビルマ陸軍の強姦についてタイにおける難民 との面接で ピニェイ ロ氏 自身が得た

情報 を確認す るために氏の求めているシャン州 の紛争地域への訪問を許容 していない。

政府は、2002年 に報告された1つ の強姦事件に関 して若干の措置を講 じた。陸軍の大尉が

カヤ州Timoso郡 区の主 としてカ トリック教徒の村、Yhsomosoに おいて4才 の子供 を強姦
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した と伝え られている2002年 の8月 の事件。軍当局は、事件 を不起訴にするために村人に

20ド ル(20,000チ ャット)を提供 した といわれる。2003年 早期、ビルマの宗教指導者か らの

圧 力の後 、政府は大尉 を逮捕 し、その大隊指揮官 を解任 した。 しか し、現地陸軍将校は村

の指導者 に対 し今後の問題は教会ではなく陸軍 に報告するよう警告 した。

2002年 の次の強姦事件について政府が調査 または訴追 を行った という情報 はない。Keng

Tung郡 区付近で洗濯 をしていた女性を殴打 ・強姦 し、意識を失った被害者を川に投げ込ん

だ2名 の兵士の10月 の事件、Mung・Khark郡 区において6～7人 の兵士が2人 の女性 を強

姦 した といわれる10月 の事件、NGOに よ り報告 されたその他の数百の事件。

シャン州の中部および南部 において、治安部隊は南SSAと の交戦を継続 した。軍は当該地

域の村民をSPDC管 理地域に強制移住 させ る計画を続行 したが、それは伝えられた ところ

による村 民の殺害、強姦、その他 の暴行を伴 っている。AIの2002年 の報告によると、2

月にタイで面接 されたシャン州か らの市民の90パ ーセン トが過去18カ 月にわた り軍 によ

り無償強制労働を強い られた と述べた。

信頼 で き るが未確 認 のKNU報 道発 表 に よる と、政府 軍 は この年東 部 ビル マの紛 争地 域 にお

いて広範 囲にわ た り過 度 の暴 力 を組織 的 に用 いた。6月30日 、ビルマ 陸軍 とDKBA部 隊の

連合 軍 は、Paan郡 区のNoe・ 乱w・1ar村 にお いて1人 の村 民 を逮捕 し、拷 問 した。後 に彼が

逃 げた とき、軍 は彼の 母親 か ら450ド ル(450,000チ ャ ッ ト)と雌牛 を取 り上 げた 。7月5日 、

兵士 がsha・zi-bo村 にお いて村 民か ら200ド ル(200,000チ ャッ ト)相 当の食 料 を強要 し、 ま

た 、Zi・pyu・gon村 か ら1人 の 女性 を拉致 した。 年末 現在 、彼女 が釈 放 され た か否か 不 明で

あ る。7月22日 、Nyaung・lay・bin地 区 にお いて 、政 府軍 はKyauk・kyi郡 区Th&w・ngedoe

村 の1人 の男性 を射殺 し、そ の死 体か ら50ド ル(50,000チ ャ ッ ト)を奪 った。

8月5日 か ら10月 半ぱまで、政府軍兵士はNaBue郡 区の村民に弾薬および補給品の運搬

と軍隊のための地雷除去作業 を強要 した と伝え られる。 そのために多数の村民および囚人

が地雷爆発 によ り死傷 した。

政府が次の2001年 の虐待について調査 または訴追を行った という情報はない。陸軍部隊が

Mumg・Naiに おいてPalaungの 男性 を殴 り殺 し、その妻を強姦 し、彼の財産 を盗んだ2001

年1月 の事件。政府軍がMomg・Tbn郡 区において1人 男性 を拷問 して殺害 した後 にその姪

を集団強姦 した2001年3月 の事件。政府軍の兵士がシャン州NaaIng村 付近 において1

人の女性 を強姦 し、他の村民か ら金銭を強要 したと伝え られる2001年4月 の事件。

2002年 人権監視団体(HRW)報 告によると、政府軍は11才 の子供を徴集 している(第5節 参
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O)照

積極的な反政府 グループ としては、チ ン国民戦線、ナガ国民評議会、アラカ ン ・ロヒンギ

ャ連帯組織(ARNO)、 南SSA、KNU(そ の系列、カ レン国民解放軍 を含む)な どがある。反

政府 グループの構成員の一部 も重大な残虐行為 を行 った。た とえば、政府報告による と、

KNUは 、5月16日 、Pegu地 区のPhyu郡 区において映画館を爆破し、50人 を負傷させた。

KNUは 、責任 を否定 した。他の政府報告 によると、KNPPは2001年 にLoicaw郡 区で彼

らの仲間 に入 ることを拒否 した7人 の村民を殺害 した。UNICEF、AI、HRWは 、反政府

軍 も政府軍も子供の兵隊を徴集 したと報告 している(第5節 参照)。

第2節 以下を含む市民の自由の尊重

a.言 論および報道 の自由

法は、政府 に対 し言論 の自由および報道 の自由の制限を許容 してお り、実際 に政府は この

年 これ らの自由を厳 しくかつ組織 的に制限 し続 けた。政府は、引き続き、政府 を批判す る

政治的意見 を表明 した廉および反対意見 を表明す る出版物を頒布 または所持 した廉 で市民

を逮捕 し、拘留 し、有罪宣告 し、投獄 した(第1.d節 お よび第1。e節 参照)。 公安機関 も反政

府意見を持っていると思われる者を監視 し、攻撃 した。

報道の 自由に対する法的制限は、政府が 「国家の安全 を危 うくす る」言論または発言 を禁

止する命令 を発布 した1996年 以来、強化 されてきた。国のすべての地域において、政府は、

政府を批判する事実上すべての公的言論を1990年 に国会議員 として選ばれた人々を含むす

べての人々および政党指導者に対 して禁止するために暴力を使用 し続 けた。政府は、1990

年以来、ほとんど例外なしに、 この方針を一貫 して続行 してきた。

OCMIが スポー ツ新 聞 フ ァー ス ト ・イ レブ ンの5人 の編 集者 を地 方 スポー ツ にお け る腐敗

に関す る記 事 を公 表 した廉 で 逮 捕 した とい う ビル マ民 主主 義 放送 の報 告 が ある。 政府 は2

人 の編集 者 を告発 した。 前の 学生指 導者 のZawThetH:tweとNLDの 選 出国会 議員Ohn

Kyaingの 娘 のWinPaPaHlaingで ある。11月 、ZawThetHtweは 死 刑 を宣告 され た。

2001年8月 、AshinPanditaと い う名 前の僧 侶 がマ ンダ レー のMahamyatmunniPayagyi

パ ゴ ダ にお ける説 教 にお いて 経済 ・政治 状 態 を批判 した廉 で 逮捕 され 、 警察 署 に抑 留 され

た と いう。年 末現在 、 これ以 上 の情報 はな い。

この年早 く政府はNLDに 対 し若干の公開会合の実施および地方事務所の再開を許可した。

NLDは 引き続き政治改革 に関する政府 との実質的対話を要求 し、また、政府の政策および
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行動に対す る批判 を公然 と表明した。アウン ・サン ・スー ・チーの隊列に対す る5月30日

の襲撃後、公開会議は禁止 され、保安機関はすで に制限されて いる政治的言論 をただちに

弾圧 した(第1.a節 および第1.d節 参照)。

多 くの有名な作家およびジャーナ リス トが政治的な意見 を発表 した廉で刑務所 に収容 され

ている。パ リに本拠を持つ組織、「国境なき記者団」 は、年末に少な くとも16人 のジャー

ナ リス トが投獄 されていると発表 したが、その中には民主主義を指示す る記事 を書 き、ペ

ンネームのAungWintの 方でよ く知 られて いるNLDの マンダ レー選出国会議員・Ohn

Kyaingも 含まれている。同氏は1990年 以来獄中にある。政府の検閲部は、 これ らの獄中

にある人々の著作 の出版 ・頒布を禁止 している。

この年 、政府 は、反 政府 印刷 物 を頒布 した廉 でThetNaungSoe、NandarSitAugn、Zaw

LinTun、KyawSoeMoe、KyawKyaw、WinKoを 含 む数 十 人 を逮 捕 した 。1月 、 政府

は、2人 の仏 教僧 侶 、ThanThanHtayとThinThinOoを 逮 捕 し、 ラングー ン市 役所 の前

に抵 抗運 動 を行 った廉 で13年 の 刑 を宣告 した 。

政府 は、すべての 日刊紙および国内 ラジオ ・テ レビ放送設備 を所有 ・管理 している。 これ

らの公式メディアは依然 として政府 の宣伝機関であ り、通常、反対意見 についてはそれ を

批判する場合を除 いて報道 しない。唯一の部分的例外 は、 ラングー ンの外国人社会を対象

とす る高価な英語週報、ミャンマー ・タイムスである。ミャンマー ・タイムスも検閲され、

政府側であるが、 この週報は国連 およびその他の国際組織 による政府方針の批判をときお

り報道することがある。

ミャンマー ・タイムス を含むすべての民間所有出版物は、依 然として国の検閲部 による出

版前検閲の対象である。一つ には検閲許可を得るために必要な時間のために、民間報道定

期刊行物は一般 に月刊である。 しか し、1996年 以来、政府は週間定期刊行物の出版前検閲

の譲渡可能免除を与えている。その結果、週間タブロイ ド紙が増えた。政府の管理規制は

自己検閲を促 し、また、出版物は一般に国内政治ニュースを報道 しない。

輸入出版物 は、原則 として国家検 閲部による出版前検閲の対象 となってお り、国家検閲部

によ り承認 されて いない出版物の所持は依然 として重大な犯罪で ある。民主主義擁護文献

に関する事案の中に、5月30日 の襲撃について説明 した未検閲の小冊子を頒布 した廉で約

12人 の学生が政府 によ り投獄された事件があった。政府は外国報道定期刊行物の合法的輸

入も制限 し、また、外国定期刊行物の購読 も阻んで いる。 しか し、外国の新聞はラングー

ンで購入できる。2001年 か ら、一部の外国の新 聞および雑誌が検閲な しで頒布 されている。
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1997年 以降、政府は外国人ジャーナ リス トにほとんどビザを発行せず、政治問題につ いて

まれ に記者会見 を開 くのみで ある。ジャーナ リス トはしば しばブ ラックリス トに載せ られ

る。過去数年の問 にこの国に旅行者 として入国 した数 人のジャーナ リス トが抑留され、国

外追放された。 この年、政府は、人身売買 に関す る会見、5月30日 の襲撃に関する会見を

含む記者会見を数回開き、国際メディア筋のビルマ代表 に出席 を許可 した。 しか し、国内

報道機関は、5月30日 襲撃を取 り扱った記者会見における質疑をなん ら発表 しなかった。

●

広 い範囲にわたる貧困、限定 された読み書 き能 力、貧 しいイ ンフラス トラクチ ャのため に、

ラジオが依然 として もっとも重要なマスコミの手段である。報道定期刊行物 は都市地域外

ではまれ に流通 しているのみである。政府は2つ の国内ラジオ放送局の報道内容 を引き続

き独 占し、管理 している。依然 として、自由アジア ・ラジオ、ボイスオブアメ リカ、BBC、

民主主義 ビルマ放送、ビルマの真実の声 ラジオのような外国放送が検閲 されない情報の主

要な源泉である。外交代表筋は、手頃な中国製 ラジオの市場氾濫 を許 した政府の輸入制限

緩和のためにこの数年の間に小さなラジオ受信機の所有が相当増加 していると報告 した。

政府 はすべての国内テ レピ放送の独 占と厳重な管理を継続 し、公式チ ャネル と軍隊チャネ

ルのみを提供 している。2001年 に政府は衛星テ レビジョンの使用に関する規制 を緩和 し、

衛星受信機の有料登録 を一般人に許容 した。以前 には政府 と特別 な関係 を持つ数少ない企

業 と個人のみ衛星受信機を持つ許可 を与えられていた。違法衛 星テ レビジョンも入手可能

であるが、衛 星テ レビジョンの利用 は広範かつ深刻な貧困および都市地域以外では電力が

供給 され ないため人 口の大部分 に とって依然 として まった く手が届かな い。テ レビジ ョ

ン ・ビデオ法によると、国家検閲部 によ り承認 されていない ビデオテー プを公開、頒布、

所有す ることは刑法犯罪である。しかし、この法律は選択的にのみ運用 されている。

政府は組織的に電子 メディアヘのアクセスを制限している。すべてのコンピュータ、ソフ

トウェア、関連電気通信機器 は登録の対象であ り、未登録装置の所有は投獄 によ り処罰 さ

れる(第1.f節 参照)。

国防省 はこの国で唯一知 られているイ ンターネ ット ・サーバーを運用 し、少数の顧客 に限

定された高価なイ ンターネ ッ ト・サー ビス を提供 している。数軒のインターネ ッ ト ・カフ

ェおよびサー ビス ・プロバイダもある。 しか し、利用コス トは禁止的で あり、政府 はウェ

ブに対する全面アクセスを規制 してお り、商業 「無料eメ ール」プロバイダの利用 も禁止

している。政府は、すべてのeメ ール通信 も監視 している。

政府は学問の 自由の厳 しい制限 を継続 している。大学の教員および教授は、言論、政治活

動、出版の 自由に関 して他の国家公務員と同一の制限 を引き続き受けている。高等教育省
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は、教員 に対 し政府 を批判 しないよう日常的 に警告 している。また、高等教育省は、教員

に対 し教育 にあた り政治につ いて論 じないように指導 している。教員 に対 し政党への加入

または支持 を禁止 し、 また、政治活動への参加を禁止 している。 また、教員 に対 し外国人

との会合 に先立ち大臣の承認 を得るよう要求 している。すべての国家公務員 と同様 に、教

授および教員は、政府の大量動員組織、USDAに 加入する強制されている。すべてのレベ

ルの教員は引き続き 自分の生徒の政治活動 について も責任を持た されている。外国人は事

前の承認なく大学キャンパスに入る ことは許 されず、また、卒業式を含む学生の関係する

すべての会合 に出席す ることも許容されない。

政府 は、学生の争乱の可能性 を制限す る多数の特別な措置を講 じた。キ ャンパスは比較的

辺鄙な地域 に移され、教員および学生は争乱の厳 しい取 り締 ま りを警告 され、キャンパス

内の学寮は閉鎖 され、それによ り大学生活 は破壊 された。教育の質は、多数の学生が独学

また は個人教師の利用 を選択す るほどに劣化 した。NLDに 対する5月30日 の襲撃の直後、

政府 は通信教育大学およびラングーン人文科学大学を3週 間閉鎖 した。政府は、閉鎖 しな

かったその他の学校の周囲に厳 しい警備 を敷 いた。

政府は この国の限 られた数の学会およびそれ らが教示できることを厳 しく管理 している。

b.平 穏な集会および結社の自由

法 は集会の自由を制限 し、政府は実際にそれを制約 している。ある命令は6人 以上の無許

可戸外集会 を公式に禁止 しているが、この命令 は常時は適用 されない。政府は5月30日 事

件以降NLDの すべての政党活動に対 し完全な禁止を課 し、また、その他の9つ の合法登録

政党は党員の集会を開催する前に政府か ら許可を求めるよう要求 された。 しか しなが ら、

集会は政府の許可な しに行われた。

政府は、1990年 に選挙された国会の招集を阻むその10年 に及ぶ政策 を続 けた。NLDに 対

する5月30日 の襲撃以降、政府 は制限を強化 し、この国のすべてのNLD事 務所を閉鎖 し

た。

ここ数年、当局は暴力を用 いて民主化運動デモ を阻止 し、民主化運動デモ と集会 の参加者

および組織者を処罰 し、 このようなデモを計画および組織 した嫌疑 のある者 を拘留または

投獄 した(第1.c節 参照)。5月30日 に先立ち、当局は、表向きはあらゆる種類の戸外政治集

会 は違法であるとの根拠 に立って、アウン ・サ ン ・スー ・チーがチ ン州 、イ ラワジ地区、

カチ ン州、 ラカイン州、ザガイ ン州 に旅行する ときに一般市民が同女史 に会 うために外出

す ることを阻止す る試みを強化 した。当局 は街路を閉鎖 し、市民に対 し家に止 まるよう告
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げた。SPDCに よ り生成された政府側大量動員組織、団結 ・発展結社連合(USDA)が アウン ・

サ ン ・スー ・チーの愛国心 に疑問 を呈 し、女史 に対す る市民の支援阻止す るチラシを手渡

した。数千の支持者が当局 に反抗 し、アウン ・サ ン ・スー ・チーの演説 に聞き入 った。当

局は、NLD指 導者の出発後 に数百のNLD支 持者を拘留または尋問 した・

政府は公務員に対 しUSDAに 参加す るよ う強制 し、USDAは その後 に政府の政策を支持す

る大衆集会 を行 った。

この年の最初の5カ 月間、政府の治安部隊は、 ラカイン州 、カチ ン州、ザガイン地区、イ

ラワジ地区において、NLDの 平穏な集会 を暴力か ら守 らなかった。USDAお よび政府か ら

支援 を受けている脅迫 グループ、「人民の力の党jは 、それぞれの場合においてNLD集 会

を言葉によ りまたは物理的 に攻撃する ことを許可 あるいは奨励 された。

政府は、 ときとして、宗教 グループ構成員の集会 を妨害 した(第2.c節 参照)。

過去において政府 はNLDに 対 し一定の主な党 の行事 を公開集会で挙行す ることを許可 し

て いたが、政府は集会および出席を許 される人々の規模を制限 した。た とえば、2001年9

月、NLDは 国民国会代表委員会(CRPP)の 第3回 記念 日を祝う儀式を挙行 したが、政府は

NLD本 部を陸軍諜報部(MI)の 要員によ り包囲してこれ に応 えた。2000年 、政府 はアウン ・

サ ン ・スー ・チーのラングー ンにおける党 の会議への出席 を阻止 した。 この年早 く、政府

はNLDの 活動に対するこれ らの制限の大部分 を撤廃 したが、5月30日 以降すべての反対

政治集会および会議は禁止された。

政府 は集会の自由を特 にM。D党 員に関 して制限 した。政府は数百のNLD党 員に対 し党役

職の辞任の強制を試みた。また、政府は、 この国のすべての非政府組織(NGO)お よびその

他のグループを対象として強引な反NLD、 反西側 メディア ・キャンペー ンを展開した。対

象には・国連機関・国際および国内NGO、 政党、民族 グループ、外国外交使節団が含 まれ

た。

政府は、さらに、公務員に対 し、USDA体 制側大量動員組織 に加入するよう強制す ること

によ り結社の権利 を侵害 した。政府 は中等学校および大学 レベルの学生に対 し授業登録時

にUSDA加 入を強制 した。政府は熟練職業労働者および専門職協会会員にもUSDAの 加入

を強制 した。

一般 に・結社の自由は・森林保全環境開発協会、保存協会、USDAの よ うな職業協会およ

び職業団体 を含む政府承認組織に対 してのみ存在す る。 非宗教的、非営利組織 はほとんど
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存在せず、存在す る組織は政府の方針に沿って行動す るよう特別の注意 を払っている。10

の合法的登録政党が存在するが、大部分は消滅 しかけている。

c.宗 教 の 自由

廃止 された1974年 の憲法は、宗教の自由に対する制限を認めてお り、r各 民族はその信仰

を告白す る自由を享受するが、ただ しかかる自由の享受が法 または公共の利益 を害さない

ことを条件 とす る」と述べて いた。政府 に正式 に登録 している大部分の宗教信奉者は一般

的 にその選択 に従って崇拝す る自由を有する。 しか し、政府は一部の少数民族地域 におい

て一定の宗教活動 に制限を課 し、他の宗教を排 して仏教を奨励 して いる。実際には、政府

は、仏教僧侶による人権および政治的自由を推進す る行動 も制限 している。

政府の広範囲にわたる国内保安機構は、宗教団体 を含む事実上すべての組織の会合お よび

活動への侵入 または監視 に努めている。宗教活動および宗教組織 も表現 と結社の 自由に関

す る制限 を受 けている。また、政府は、宗教刊行物 を含 むすべての出版物を規制 ・検閲 し

ている(第2.a節 参照)。

ある正式命令が 「真正な」宗教組織を登録か ら除外 しているが、実際には登録 した組織の

み不動産の売買および銀行 口座の開設 を認め られ る。また、政府は登録宗教 に一定の便宜

を特恵 レー トで与える。正式な国の宗教はない。 しか し、政府は、多数派宗教、セ ラバダ

仏教を引き続き優先 して いる。た とえば、政府 はラングー ンの国際セ ラバ ダ仏教伝道大学

の建設に資金 を提供 した。国家管理報道 メディアは、仏教僧侶 に敬意を払 うSPDC党 員を

しばしば描 いている。全国におけるパゴダヘの喜捨。パゴダの落慶、改修、再建、維持儀

式の執行。仏教寺院を建築または修復す るための表面上は自由意志 による浄財、食料、無

償労役の 「人々による喜捨」の実施。仏教の教理は依然 としてすべての小学校 にお ける国

家義務教育課程の一部である。 しか しなが ら、個 々の児童は一般 に仏教教育 を受けないこ

とを選択できる。政府 当局者が仏教徒と非仏教徒の両方 に仏教寺院または記念物の建設、

修理、維持を行 う国家支援 プロジェク トヘ の金銭、食料、無償労働 の寄付を強要 した とい

う報告が依然 として広い範囲か ら寄せ られている。 この年、非仏教徒がパ ゴダの建設を強

制 されたとい う信頼できる数件の報告があった。

政府 は、引き続 き仏教僧侶(「サンガ」)を管理す る業務を行った。政府は陸軍の司令官 に対

しサンガの構成員 を軍事法廷 において 「仏教に反す る行動および有害な行動」の廉で裁判

する権限を与え、 また、刑事罰によ り強制される行動規範 をサンガに課 した。政府は、ま

た、表現の自由および結社 の自由に対する特別制限 もサ ンガに課 した(第2 .a節 参照)。軍事

政権は、国家僧侶調整委員会("SanghaMahaN&yakaCommittee"、SMNC)の 支配下にあ
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る9つ の国家承認教団以外のサ ンガの組織を禁止 した。政府は、すべての聖職者に対 し政

党入党を禁止 した。

政府は、少数派宗教 グルー プの創立、教育、改宗活動の制限 を継続 した。

キ リス ト教 グルー プは、依然 として、新 しい教会の建設許可の取得に困難を感 じて いる。

政府 は、カチ ン州の州都、 ミーチーナのような都市の幹線道路 に沿った場所 に教会 を建て

る許可を与えないといわれている。2001年 、 ラングー ンにおいて、当局は80以 上の家庭

教会をその主催者が宗教会合を開 く適切な許可を持っていないという理 由で閉鎖 した。 こ

の年、カ レン州およびチ ン州 、ラングー ン周辺の新 しい衛星都市のキ リス ト教聖職者か ら

政府が引き続 き彼 らに対 し家庭内礼拝堂の閉鎖を強いているとの報告があった。

●
イスラム教徒 は、この年、一部の場所で新 しいモスクの建設を禁止 された と再び報告 した。

前の2年 間に、ラカイ ン州の地方当局は約40の モスクの破壊 を計画 したが、その理 由はそ

れ らが許可な しに建て られたためであると伝え られた。UNHCRの 要請によ り当局が介入

する前 に、13の モスクが破壊 された。モスクが再建 されないよ うにす るために、一部は政

府所有建物、僧院、仏教寺院によ り置き換え られた。 この年、政府 は、一部の場所の既存

モスク改修の書面許可 を与えた。

この国の大部分の地域 において、裏通 りまたはその他 の目立たない場所で小さい教会 また

はモスクを建設しよ うとするキ リス ト教 グルー プおよびイス ラム教 グルー プはときには継

続す ることができたが、それ は地方 当局の非公式な許可が あった場合のみである。 これ ら

のグループは、正式な要請は長期 にわたって待たされ、そ して一般的に拒絶されると報告

した。

10月 、マ ンダレー付近およびラングー ンにおいて数件の仏教徒 とイスラム教徒の暴 力事件

があった。 ラングー ンのイス ラム教徒グループは、マンダ レー付近の暴力事件で7人 が殺

され、2つ のモスクが破壊されたと主張 した。何が これ らの衝突を誘発 したかは明 らかでは

ない。政府 は、マンダ レー地域の暴力に対する反応 は緩慢で あったが、ラングー ンでは速

やかに反応 し、イス ラム地域 に軍隊を派遣 し、仏教僧院に厳重な夜間外 出禁止令を布告 し

た。 この後者の措置は多数の仏教僧侶間に憤激 を引き起 こし、当局は夜間外 出禁止令 を守

らなかった廉で7人 の僧侶を逮捕 した。

政府 は、公共部門の上層 レベルで非仏教徒に対 し差別 を行っている。政府 は大 臣レベルで

奉職 した唯一の非仏教徒 を退役させたが、 この人物、准将は、1990年 代以降軍隊で将官の

階級 を保持 した ことで知 られて いる唯一の非仏教徒である。政府 はイスラム教徒の軍への
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入隊 を積極的に阻止 してお り、少佐 を越 えて昇進 したいキ リス ト教徒 またはイスラム教徒

の将校 はその上官 によ り仏教 に改宗するよう懲懸 される。チン州のような一部の少数民族

地域では、SPDCが 軍人に対 し、キ リス ト教徒のチン女性 と結婚 し、 ビルマ語 を教 え、仏

教 に改宗 させるために経済的および職歴上のイ ンセ ンティブを提供 しているという報告が

ある。

政府 は、すべての聖職者 による改宗運動を阻止 して いる。一部のキ リス ト教宗派おびイス

ラムのように伝道 を行 う宗教は、これ らの規制によ りもっとも強い影響を受 けた。 一般 に、

政府 は、ほとん どすべての外国宗教伝道団体 を追放 し、すべての私立学校 および病院 を国

有化 した1960年 代半ば以降、この国において常設外国宗教伝道団体の活動を許可 して いな

い。

宗教出版物は依然として規制お よび検閲の対象である(第2.a節 参照)。聖書およびコー ラン

の土着語へ の翻訳物は合法的に輸入で きない。 しか し、政府 の許可を得た土着語 の聖書は

国内にお ける印刷が許 されている。

キ リス ト教徒のチン族が仏教徒の学校および僧院に出席するよう圧 力をか けられ、仏教 に

改宗するように奨励された という証拠が依然 として存在する。地方 自治体 当局は、無料非

宗教教育 を授けることを口実 としてチ ン族キ リス ト教徒の児童を両親か ら引き離 し、児童

を仏教僧院 に宿泊 させ、そ こで宗教教育 を与え、両親 に対す る通知 またはその了解 もな く

仏教に改宗 させた と伝え られ る。報告 によると、政府は、 チン族 の人々を仏教に改宗 させ

るために用いたものと同様な手段 によ り、ナガ民族 グルー プの人々を仏教に改宗す るよ う

促そ うと努めている。

この国の市民および永住者は・非常に多 くの場合に宗教信条を示す政府発行の国内登録カ

ー ドの携行 を要求 される
。個 人の宗教がそ の身分証明書上に記載 されるか否かを規定する

一貫 した基準は存在 しないように見 える
。市民は、旅券のような一部の正式出願書式上で

もその宗教を示すよ う要求 され る。

これよ り詳 しい検討については、宗教 の自由に関する2003年 報告を参照すること。

d.国 内移動、外国旅行、海外移民、帰国の 自由

政府は移動の自由を制限 した。 ラカイ ン州往復旅行をするイス ラム教徒および一部の政党

党員を除き大部分 の市民は、国内旅行はできるものの、市民の移動は監視され、市民はそ

の所在を地方 当局者に通知 しなければならない(第1 .f節参照)。武力抗争の地域 においては、
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唯' ㌦

移動は制限される。都市部および農村部の住民は移住を強いられた。

過去数年問、政府 は反対政党指導者の移動の自由を厳 しく抑制 した。2002年5月 と2003

年5月 の間に、 自宅軟禁か らの釈放後にアウン ・サ ン ・スー ・チーはいくつかの州お よび

地区 を訪問 した。 この年早期に、政府関連グループは、 ラングー ン外部へ旅行中の民主的

反対勢力に対する攻撃 を強めたが、それは5月30日 の襲撃および これ に続 く生存者の逮捕

と抑留において頂点 に達 した(第1.d節 および第2.b節 参照)。 政府は少数派民族指導者の動

静に対す る厳重な規制 を維持 し、すべての国内旅行 に先立ち政府か らの許可を求めるよう

要求 した。

■ノ

2001年 以来、政府はバ ングラデシュ国境の管理および国境および国内地域におけるイスラ

ム教徒ロヒンギャの活動の取 り締 まりを 強化する方針 を実施 している。 しか し、これ は比

較的穴だ らけの国境である。

政府は他国からのビルマ人国外追放者の受け入れを拒否したが、タイか らは数千の違法移

民の送還を受け入れた。

政府 は、海外旅行予定者の周到な検査 も行った。旅券および出国 ピザ発行の厳 しい管理は

汚職の横行を永続化させ、申請者は平均300ド ル(300,000チ ャッ ト、これは年俸に等 しい)

か ら25歳 以下の独身女性 の場合の1,000ド ル(百万チ ャッ ト)のような多額の賄賂の支払い

を強い られている。旅券 申請を審査する公的機関は政治的理 由に基づいて旅券 を拒否 して

きた。旅券 を取得するすべての大学卒業者は(一定の公務員 を除 く)、その教育費用を政府 に

払 い戻す特別手数料の支払 いを要求された。合法的に移民 した市民は一般的に親戚を訪問

す るために帰国 を許 され、不法に海外 に居住 し、外国市民権 を取得 した者 も帰国す る こと

ができた。

中国系民族、アラカン人イス ラム教徒、その他のように国籍法の規定 を満たす ことがで き

ない住民は、国内旅行の事前許可の取得を要求 された。1990年 代中期以降、政府は女性市

民に対する旅券の発行 も制限 してきた(第5節 および第6.f節 参照)。

政府は、ラングー ンを本拠 とする一部の外国外交官および国連機関の外国人職員の事前の

許可のない首都外への旅行 を禁止 した。政府は、ILOに 対するこの要求を撤回 した。政府

は、外交官を除 くすべての外国人および内国人住 民に対 しこの国か ら出国す る許可を申請

す るよう要求 した。

この国の一部の地域への外国人の旅行 に関する制限は、旅行 を促進する努力の一環 として
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緩和 された。 ピルマ大使館は、現在、一般的に申請か ら24時 間以内に1月 間有効な旅行者

ビザ を発行する。 しか しなが ら、外国人人権擁護者、ジャーナ リス ト、政治家 のよ うな一

定の種類の申請者 は、政府の許容できる引受 人の後援の下の旅行で あり、かつ、政府 の承

認す る目的の旅行でない限 り決まって入国ビザ を拒否された。

この国には非常に多 くの国内避難民(IDP)が いる。2002年12月 、米国難民委員会は、 この

国には60万 人か ら100万 人 と推定 されるIDPが 存在す ると報告 した。2002年 、 タイ に

本拠を置 くNGOは 、政府が25万 人以上の市民をタイ国境沿いまたは近 くの村および居住

地区か ら強制的に移住させた と推定 した(第5節 参照)。 これ らのNGOは 、35万 人以上の

IDPが 政府 の強制移住地域 に住んでいると推定 した。

●
この年、陸軍は特 にカ レン州、カヤ州、シャン州における軍事行動 中に数千の村人の迫害

を継続 し、彼 らの住居か ら放逐 した(第1.f節 参照)。7月 、ビルマ陸軍とDKBAはKNUに

対する軍事攻勢を発動 し、10月 半ばまでに500人 以上の市民を移住 させた。外交代表は、

ビルマ陸軍が特 にカ レン州のPaan郡 区のMae・Ple・Doe地 域の村か らタイに逃亡できなか

った村民を強制労働 または運搬のために徴用 した との報告を受けた。2002年1月 のAIの

報告によると、政府軍 と連合ワ州軍(UWSA)の 部隊が村 人のすべての土地を没収 し、村民を

逮捕 し、住居か ら略奪を行 い、多数の女性 を強姦 し、村人 を村か ら追 い出 したので、家族

とともにタイに逃げたと75才 のシャン族の男性が語 った。老人は、500か ら600人 のUWSA

部隊が この地域を占拠 した こと、森林、果樹園、農地 を失った補償 を受けなかった ことを

報告 した。 これ らの虐待 に関 して政府が調査 または訴追を行った という報告はない。

都市地域 にお ける強制移住の報告は全体 として減少 した。しか しなが ら、2002年 後半以降、

依然 として政府が 「保安上」の理 由のために世帯を強制的 に移住 させている という報告が

ある。ラングーンにおいて商業的動機 の強制移住が数件 あった。1つ の例では、政府はラン

グー ンの中心街 に代 々居住 してきた退役公務員 を不十分な補償で立ち退かせた。高級官僚

は嘆願 を無視 し、多数の住民が立ち退 いた家の価値の約1/10と 推定 されるアパー トヘの移

住 を強制 されて承諾 した。政府の軍隊が強制的に移住 させ られた人々または自分の家を離

れた人々か ら不動産および財産 を略奪 ・没収 しているとい う無数の報告があった。 これ ら

の資材 はしばしば軍隊の工事 のために使用 された。外交代表は、軍用輸送のために私有車

両 を車両所有者に対す る補償な しに徴発す ることも全国で当た り前の ことであると報告 し

た。

イラワジ地区の広いカレン地域のような、すでに紛争の影響を受けた少数民族地域は、引

き続 き個人の移動に関 して、軍事検 問所の増設、軍諜報機関による監視の強化 、守備隊の

増強を含 む厳 しい規制を受けた。 「非公式の税金」すなわち、賄賂がすべての国境地域の検
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問所 においてすべての国籍 の人か ら徴集された。ラカイン州では、多 くの管制手段および

検問所がイス ラム教徒住 民にのみ適用された(第5節 参照)。

●

、

法 は、難民の地位 に関する1951年 国連条約およびその1967年 議定書の定義 を満たす人に

対す る難民の地位 または庇護 の付与を規定 してお らず、また、実際に、政府 は一般的 に抑

圧者か らの保護 も提供せず、難民または庇護の地位 も付与 していな い。差別、抑圧の恐れ、

社会 ・経済状態の悪化 によ り多 くの市民が引き続き隣国以遠への流出を余儀 なくされた。

少数 民族グループの居住する国境地区において、政府は強制労働、土地の没収、食料の強

制拠 出、強制移住 の慣行 を続けた。 これ らの政策は、タイ、中国、イン ドのような隣国に

数千の難民を発生させた。カチ ン州か らの報告によると、2001年5月 、.SPDCの 部隊がナ

ガ分離主義者 に対する攻勢を発動 した とき、3,000人 のナガ村民がこの国か らイ ン ド北東部

に逃 げ込んだ。 この年、 この人数は15,000人 にふ くれあが り、その後 ビルマ に帰国す るよ

う圧 力をかけられている。彼 らは、現在、 ビルマ ・イ ン ド国境のイ ン ド側で困難な状態に

陥っていると伝え られている。治安部隊は、村人の帰還 を阻止するために村々を焼き払 い、

地雷 を埋設 した と伝えられている。2002年 中、シャン州 における厳 しい状態のためタイヘ

の脱 出が発生し、約10,000人 のシャン族が この年の間にそ こに移住 した と推定されて いる

(第1.f節 参照)。 ラカイン州 に帰還 した ロヒンギ ャ ・イスラム教徒は ビルマを去 った ことで

は非難 されなかったが、 ロヒンギャであることによ り差別された。帰還者 は、旅行する能

力および経済活動 に従事する能力に関す る制限に直面 したと主張 した。

この年の間に個人が この国における庇護 を正式 に求めた という報告 はなか った。強制帰国

の報告もなか った。

第3節 政治的権利の尊重:自 分たちの政府を変更する市民の権利

市民は自分たちの政府を変更する権利 を持 っていない。SPDCは 依然 として1990年 に選出

された国会の召集 を阻止 した。

1962年 以降、現役陸軍将校が中央政府 と地方 自治体の両方におけるもっとも重要な役職を

占有 してきた。SPDCの すべての党員は現役の陸軍将校であ り、SPDCは すべての省庁の

最 も重要な高級役職に陸軍の将校 または退役将校を配置 してきた。年末現在、現役 または

退役陸軍将校が36の 大臣レベル役職の うち34を 占有 している。
一

1990年 にNLDの 勝利後、軍事政権は選挙結果の実施を拒否 し、多 くの当選者 を失格、拘

留・ または投獄 した(第1.d節 および第1.e節 参照)。 その他の多 くの選出国会議員は、 この

国か ら逃 げた。 この国の政治構造 における有力な役割 を陸軍 に割 り当てる新憲法 を起草 し
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ようとして失敗 した1993年 か ら1996年 にかけての試みの後、軍事政権 は抑圧 と脅迫の組

織的使用によ り市民に対 し自分たちの政府を変更す る権利を拒否 し続 けてきた。

1998年9月 、SPDCが 全国会の召集の許可 を拒否 したため、NLD指 導部は1990年 国会の

残存選出国会議員の多数か らの権威宣言書 に基づいてCRPPを 組織 した。CRPPは 、国会

が召集されるまで国会 の代わ りに行動す る。その報復 として政府は、NLDを 正式 に禁止す

るこことな く、それを覆滅する持続的 ・組織的運動を開始 した。当局は数千のNLD党 員お

よび地方当局者に対 し辞職 し全国の党事務所 を閉鎖するよう圧 力をかけた。陸軍の諜報当

局 も1998年 に200人 以上の選出国会議員 を拘留 した。年末現在で、合計38人 の 選 出国

会議員が依然獄中にある。SeinHlaOo、DrZawMyintMaung、OhnKyaing、Khin

MaungSwe・MyintNaing博 士は1990代 初めか ら投獄されている。

●
1999年10月 、政府の多政党民主主義総選挙委員会は、1990年 に国会に選出された392人

のNLD党 員のうち、92人 のみNLD党 員 と選出国会議員の両方を兼ね ると発表 した。委員

会は、105人 が国会の地位を辞職 し、139人 が委員会によ り失格 とされ、27人 がNLDを 辞

職 し、31人 が死亡 したと主張 した。そ の一方、CRPPは 、2000年9月 、485選 出国会議

員のうち433の 指示を得て いると主張 した。

2000年 後期、国連特使 ラザ リ ・イスマイル に督励されて政府はアウ ン ・サ ン ・スー ・チー

との会談を開始 し、その結果、NLDに 対する制限の一部が緩和された。その後の数年にお

いて、NLDは 若千の政治活動を再開することができた。NLDに 対する5月30日 の襲撃は

このプロセス にとって厳 しい逆行 とな り、政府は依然 としてNLDと の実質的対話 を再開せ

ず、年末現在で1,300人 以上の政治犯の抑留を続 けている。

女性は陸軍の指導部か ら除かれている。SPDC、 大臣、最高裁判事の中に女性はいない。

一部の少数グループの構成員も完全な市民権および政府および政治における役割を否定さ

れている(第5節 参照)。

第4節 主張された人権侵害主張の国際 ・非政府調査に関する政府の態度

政府 は国内人権組織が独立 して機能することを許可せず、一般的 に政府の人権記録 に関す

る外部の調査に対 して敵意を持ち続けた。

外国人ジャーナリス ト、NGOス タッフ、国連機関スタッフ、外交官の旅行に対す る政府の

制限。 このような外国人の動静の政府 による監視。外 国人 との接触 に関 して市民 に対 して
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行う政府の頻繁な尋問。市民の表現および結社の自由に対する政府の制約。政府の人権侵

害に関する情報を外国に提供した市民を逮捕する政府の慣行。これらのすべてが人権侵害

に関する情報を収集または調査する作業を妨げた。虐待、特に刑務所または少数民族地域

で犯された虐待の報告はそれらの虐待が行われたとされるときから数ヶ月あるいは数年を

経てから現れることが多く、めったに検証できなかった。

約35の 非政治的、国際人道主義NGOが この国で活動 して いる。その他の数団体が この国

における永続的活動 を確立するために必要な時間のかかる交渉 を行いなが ら臨時的な地位

を確保 した。2001年 か ら始 まった ことであるが、国際NGOは ときとして現地訪問にNGO

の費用負担で省庁 の代表者を伴うよう要求 され る(第1.f節 参照)。

● 政府 は、この年にUNSRH:Rの パ ウロ ・セルジオ ・ピニェイロに対 しこの国への訪問を2

回許可した。同氏 は政治犯 と面会 した政府管理の部屋に電子盗聴装置 を発見 し、最初の訪

問を早期に切 り上げることに決定 した。同氏 は、その報告で、人権状況にお ける 「重大な

後退」および政府 と民主派の反対勢力間の対話プロセスにおける進捗の欠如 を指摘 した。

ピニェイロは5月30日 襲撃の結果 として主張されて いる数十人の市民の死亡、肉体的危害、

抑留、行方不明について重大な懸念 を表明 した。 ピニェイロは、 この年初頭以来の他の政

治活動家の逮捕および継続 している拘留 を背景にしてこの襲撃が起 きたと述べて いる。同

氏は、 また、少数民族地域において行われた と主張されている重大な人権侵害 の独 立評価

に政府が保証 を与えることを拒絶 したとも述べて いる(第1.c節 参照)。

2001年 、政府は、内務大臣を議長 とし、メンバー として国家警察本部長を含む人権委員会

の創設を発表 した。 この年、UNHCRは 難民法 ・人権セ ミナーを開催 した。オース トラリ

ア政府は・5月30日 の襲撃後・そ の人権訓練プログラムを中止 した。政府 はILOか ら労働

侵害に関する苦情 を受け、その侵害について調査 を行 っていると述べた。

第5節 人種、性別、身体障害、言語、社会的地位に基づく差別

SPDCは 命令 による統治を継続 し、また、憲法廃止の結果 として差別に関する憲法規定 に

よ り拘束されない。2002年 、政府国境当局は帰国市民に対 し2カ 月間強制的HIV!AIDS検

査 を実施 した。検査で陽性 となったものはまず病院 に強制収容 され、次に抑留セ ンター に

送 られた。外務大 臣は この状況 を差別 として保健省に報告 し、保健省は この慣行 を打切っ

た。HIV陽 性患者 は差別され、患者 を扱 う医師も差別 された。政府はこの問題 の処理 に取

り組み・プライバ シーの権利に保護を与えることを目的とするHIV!AIDSの 自主的秘密カ

ウンセ リング ・検 査規約を起草 した。 これは年末現在まだ公布されていない。
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女性

信頼で きる報告による と、 ラングー ンおよびマ ンダレーにおける配偶者虐待 を含む女性に

対す る家庭 内暴力は重大な問題であ り、現在、増加 している。 この問題 は農村地域では評

価す ることが困難である。政府 は、配偶者虐待または家庭内暴力に関す る統 計を発表 して

いない。夫婦は大家族 と一緒 の世帯に住む ことが多いが、そ こで は社会的圧 力によ り妻が

虐待か ら保護 される傾向がある。

の

・

強姦 は違法である。 しか しな らが、配偶者強姦 は、妻が12才 未満でない限 り、犯罪ではな

い。政府は人口の多 い都会地域では強姦は多発 しないが、辺鄙な地域で より頻繁に発生す

ると述べている。政府は強姦に関する統計を発表 していな い。男性の同伴者な しに夜間に

外出することは一般 に女性 にとって危険である。夜問に女性を雇用する雇用主は一般的に

女性を帰宅させるために 「フェ リー」バスまたは トラックを提供する必要がある。夜間の

タクシー利用は、女性にとって強姦または強盗の危険が特 に高い。夜間 に外 出する売春婦

は一般 に相 当な割 り増 し料金をタクシー運転手に支払わな けれ ばな らず、そ うしない場合

には強姦 または強奪 され るか、あるいは警察 に通報され る危 険が ある。 ときには警察署 に

連行 された売春婦が警官により強姦 または強奪されたという報告 もある。

売春 は法 によ り禁止され、3年 の刑によ り処罰 される。 しか しなが ら、売春は、特 に、首都

の旧地域か ら強制移住 させ られた貧 しい家族が主 として住 んでいるラングー ンの 「国境の

町」および 「ニュータウン」の一部で広 くはびこっている。 非常に多 くの売春婦が投獄さ

れ、拘留中にしばしば虐待 をうけて いるとい う信頼で きる報告がある。セ クシャル ・ハラ

スメン トを取 り締まる法律はない。

伝統的文化に従 って、女性 は結婚後 も自分の姓を維持 し、家計を管理する ことが多 い。 し

かしな らが、女性 は依然 として大部分の伝統的男性職業 において不十分な比率を占めてお

り、陸軍将校 を含 む幾つかの職業か ら事実上閉め出され続けて いる。農村地方に広 く行き

渡 っている貧困は女性 にとって特に不利な影響 を及ぼ している。女性は、同一労働に対 し

て一貫 した基準による同一の支払いを受けない。女性は最高26週 間分の出産給付金を受け

る法的権利 を持っている。 しか しなが ら、実際には、これ らの給付は与 えられない ことが

多い。

女性 の権利 を守る独立組織 は存在 しない。社会福祉省の全国女性問題委員会が女性の利益

を守 る責任 を負っている。政府および少な くとも1つ の国際NGOが 元売春婦のための学校

およびその他の厚生プログラムを運用 している。政府管理の機関、ミャンマー母性 ・児童

福祉協会が母親 に対する援助を提供 している。職業婦 人のための専門職業団体、 ミャンマ
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一女性企業家協会が新 しい事業 を開始す る女性にローンを提供 している。

児童

◎

政府 は依然 として公教育に最低 の資源 しか割 り当てていない。公教育は第10標 準(米 国の第

12学 年 と同 じ)まで与え られるが、家族は金銭的費用の大部分を負担す る。教育は第4標 準

終了まで義務である。男女の出席率に差異はない。政府 は農村地域において仏教徒の修道

学校 を助成 している。利用できる最新の統計 によると、 この年、すべての市民教育のため

公的支出は国民総生産(GDP)の1パ ーセ ン ト未満であ り、1990年 以降実質で70パ ーセン

ト以上減少 した。2001年 、UMCEFは 、小学校生徒の69パ ーセ ン トが第4標 準 を終 了し

た と報告 した。 しか し、国連の援助によ り行われた公式調査 によ ると、 この年 に都会地域

では児童のわずか37パ ーセン トが第4標 準 を終了し、農村地域ではわずか22パ ーセ ン ト

が終了した。政府が支 出を厚生 ・教育か ら軍隊に振 り向けたため に生 じた公式および非公

式学校授業料の値上が りを主な原因 として、 この年、学校出席率および学業成績が低下 し

た。平均 して、教師の給与 は月あた りわずか7ド ル(7,000チ ャッ ト)であるが、 これ は生活

賃金よ りはるかに低 く、多 くの教師が退職 を余儀な くされた。小学校 レベルでさえ、比較

的裕福な家庭のみ児童 を学校 に行 かせる ことがで きた。少数民族地域では、政府は しばし

ば地方言語 による教育 を禁止 した。教師に対する非公式支払 いを行 う余裕のある家庭がほ

とんどない地域では、教師は一般 にもはや登校せず、学校 はもはや機能 しなかった。官の

無視 に応えて、教育に関する公的独 占にも関わ らず民間機関が教育支援 を提供 し始めた。

◎

保健の深刻かつます ます悪化する政府の無視 も児童 を厳 しく苦 しめている。政府は市民の

保健 に関す る公的支出を教育支出の削減よ りもさらに鋭 く削った。1998・99年 における市民

の保健に関する政府の支出はGDPの わずか0.3パ ーセン トである。2001年 、国連機関の

後援を受けた公的調査は、平均 して1,000人 の児童の うち109人 が5才 になるまでに死亡

した こと、また、農村地域では20例 の出生のうちただ1件 のみ医師の手当を受けた ことを

明 らか にした。2001年 の労働省 と国連人口基金(UNFPA)の 合同調査は、5才 未満の児童の

うち7。9パ ーセ ン トが厳 しい栄養失調 に陥 っている ことを示 した。2000年 の厚生省 と

UNICEFの 共同報告は、全国 レベルで5才 未満の児童の35.3パ ーセ ン トが中程度か ら深刻

な程度の体重不足、33.9パ ーセ ン トが中程度か ら深刻な程度の発育不良、また、9.4パ ーセ

ン トが中程度か ら深刻な程度の衰弱状態 になっていることを示 した。世界保健機構 は、こ

の国の保健制度は極度 に貧弱であるとみている。

児童の虐待 は法 によ り禁止されている。政府は、児童虐待は重大な問題ではないと述べた。

しか しながら、政府は裏付けとなる統計を発表 していない。
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児童売春 および売春 を目的 とす る少女一特にタイに送 られるか またはおび き出され るシャ

ン族の少女一の人身売買は大 きな問題である(第6。f節 参照)。 ラングーンおよびマンダレー

にお いて、外交代表は、需要が多い と伝え られるロー ・テ ィー ンのように見 える売春女性

の広 い範 囲にわたる雇用 を目にしている。また、一部の売春宿で は若いティーエージャー

の 「処女」を相当な追加料金で顧客に提供する。

●

表面上すべての志願軍 における公式募兵年齢は18才 で ある。過去数年 と異な り、当局が ラ

ングー ンおよびその他の都市において孤児やス トリー ト ・チル ドレンを駆 り集め、兵役を

強制 したという報告はない。 この年、外交代表は、15才 の少年がラングーン駅に到着 した

数分後に行方不明になったという届けをカ レン州の選出国会議員が2002年10月 に警察に

提出 した という新 しい報告 を受 けた。ラングー ン警察は、 ラングー ン近郊のフモウビー陸

軍新兵キ ャンプで少年を捜すよう示唆 したが、そ こで選 出国会議員は、やは り自分たちの

子供 を捜 している3組 の両親 を発見 した。6人 の子供が連れて こられ、選出国会議員は少年

を見つけて取 り戻す ことができた。10月 、外交団は、 ビルマ陸軍 に数千の少年兵がいると

いう信頼できる報告を受け取った(第6.d節 参照)。

ワール ド ・ビジョン、英国セー ブ ・ザ ・チル ドレン、CARE、UMCEF、 国連開発プ ログ

ラム、外国政府を含むいくつかの国際NGOお よび機関は、この国における児童の権利を増

進 した。

身体障害者

原則 として身体障害者 に対す る公的援助は、1年 以下の一時的傷害 につ いては給料の2!3、

永久的傷害 については無税給付金 を含む。 しか し、実際には、援助は厳 しく限定されてい

る。建物、公共輸送機関、または政府設備の容易な利用を義務づける法律はない。身体障

害者 を援助す る小規模の組織がいくつかあるが、大部分の障害者は、生活の保護 を家族 に

頼 らざるを得ない。傷害を持つ退役軍人は優先的に給付金を受 け取 った。地雷の爆発のた

め、 この国には手足を失った人が非常に多 く存在する。

国民/人種1民族少数派

少数派 に対す る広範囲にわたる政府および社会の差別が続 いている。この国の多 くの少数

民族 と独立以来政府な らびに軍隊を支配 してきた ビルマ人多数派間の反感は、 この年 も重

大 な虐待 を生んだ激 しい紛争 に油 を注ぎ続けた。 これ らの虐待 は、チ ン族、カ レン族、カ

レニ族・シャン族・その他の少数民族グループについて報告されたSPDC兵 士による殺害、

殴打・拷問・強制労働・強制移住、強姦を含む。一部の武装少数民族グループも虐待 を行
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って い るが、 その規 模 は ビル マ陸軍 よ りは るか に小 さい(第1.a節 、第1.c節 、 第1.f節 、

第1.g節 参 照)。

この国に対する一族の長期 にわたるきずなを証明できる者のみ完全な市民権 を与え られる

ので、 この国で生まれたが原住でない民族の人々(中国人、イ ン ド人、ロヒンギ ャ ・イスラ

ム教徒のような人々)は完全な市民権 を拒否 され、政府の役職か ら排除 される。 ラカイ ン州

の ロヒンギャ ・イス ラム少数派の人々は、引き続 き厳 しい法的、経済的、社会的差別 を受

けている。政府は、この国の高度に制限的な市民権法の要求す るように1824年 のイギ リス

植民支配の開始時 にロヒンギ ャの先祖が この国に住んでいなかった という根拠 に基づ いて

大部分のロヒンギャに対 し市民権の地位 を拒否 している。

政府 は、非ビルマ人 に対 し組織的な差別を継続 している。政府が中等州学校 をビルマ市民

用に限定 したので、 ロヒンギャ ・イスラム教徒は初等教育 を超えて州立の学校に進学でき

ず、ほとん どすべての公務員の地位 に付 く資格を持たない。

イスラム教徒の強制労働 もラカイ ン州で引き続 き広 く行われている。少数民族 グループの

強制労働は、依然 として東部の国境地域で広 く行われている(第6.c節 参照)。

完全な市民権 を持たな い者は国内旅行 の制限を課 され る(第2.d節 参照)。 これ らの者 は、医

学および技術分野にお ける一定の上級大学教科課程か らも締め出される。

少数民族 グルー プは一般に自分た ち自身の言語 を使用 している。 しか しなが ら、少数民族

地域 を含めて政府によ り管理 されているこの国のすべての地域 を通 じて、 ビルマ語が州立

学校 にお ける学習言語である。少数民族地域 において も、ほ とんどの初等および中等州立

学校は現地の少数 民族言語 による教育 を与 えない。原住民少数民族言語による国内出版物

はほ とんど存在 しない。

政府が ビルマ人の集 団を種々の少数民族地域 に再定住 させて いる という報告が あった(第

1.f節 参照)。イ ン ド人を含む非ビルマ原住民(そ の多 くはイスラム教徒である)および急速に

増加する中国人住民(そ の大部分は雲南省か らの移民で あ り、 この国の北部の経済を次第 に

手中に収めている)と ビルマ人の間に人種的緊張が存在する。両グループとも、虐 げ られて

いるが、 ビルマ人よ り商業志向であり、 したがってよ り繁栄 し、よ り経済的 に有 力になる

傾 向にある。

第6節 労働者の権利
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a。 結社 の権 利

いまで も有効な1926年 労働組合法は、政府の事前の同意 のみで労働者 に労働組合を結成す

ることを許容 している。しか しなが ら、この国には自由労働組合は存在せず、政府は、1988

年前に存在 したSPDC管 理の組合 さえ解散 させた。

2001年6月 、 「国際労働会議」の 「条約および勧告の適用 に関する委員会」 は、再び、結

社の 自由に関する法 と実行の間の重大な乖離 の継続 に関 して深甚 な遺憾 の意を表明 した。

委員会は、政府 によ り1955年 に批准 された結社 の自由および団結権 の保護に関するILO

条約第87条 の規定を政府が履行 して いない ことを批判 した。

●

・

国 際 自由労働 組合連合(ICFTU)は 、2002年8月 に軍 隊が ビル マの 自由労働 組合連合

(K&wthoolei教 育労働者連合)の職員 を殺害 した と報告 した。 ビルマ陸軍は、労働組合運動

で広 く知 られていた村長のMyaThanに 対 し軍のための運搬 を強要 し、反政府組織 による

攻撃に対する報復 として同氏 を殺害 した。政府 はこの報告に公式に応答 し、wawM&yThan

はビルマ陸軍 のための運搬 中に対人地雷によ り死 んだ と発表 した。

皿10は 、労働組合が禁止されているため国際的に関連 して いる組合はないと報告 した。政

府は、船員雇用管理部経 由で外国船上の仕事 を見 いだ した船員 に対 し国際輸送労働者連盟

との接触 を禁止 し、また、政府は、外国に取 り残 された船員 に対 し書類の交付をしば しば

拒否 した。 この ドキュメンテー ションは外国で働 く許可を与える。 ドキュメンテーシ ョン

のな いことはその船員が帰国 しなければな らないことを意味す る。

b.団 結権および団体交渉権

政府は労働組合 を許可 して いない。 したがって、労働者 は団結権および団体交渉権 を持 っ

ていない。かつて主要な労働紛争 を解決す る手段を提供 した政府の中央仲裁委員会は1988

年以来休眠 している。郡区 レベルの労働監視委員会は、小規模の労働問題 に対処するため

に存在する。

政府は、公共部門の賃金 を一方的に設定す る。民問部門では、一般的に市場要因が賃金を

設定する。 しか しなが ら、政府はジョイ ン トベンチャーに対 し大 臣また はその他 の高級政

府職員の場合よ り高い給料 を支払わないよ うに圧力をかけてきた。あるジョイ ン トベ ンチ

ャーは加給金または特別報奨制度 によ りこれを迂 回している。外国企業は一般に国内民間

部 門の場合 と同様な賃金を設定 しているが、加給賃金および手当を与えるジョイ ン トベ ン

チャーの例 に従って いる。
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法によると、労働者は一般 に罷業 を禁止 されて いるが、少数の労働者 はその称する ところ

によればス トライキ権 を与えられている。最後 に報道 されたス トライキは2000年 であ り、

このときその使用者は出来高給 を支払 う約束を撤回 した。結果 として30人 の被雇用者が拘

留され、その多 くは3カ 月にわた り抑留 された。被雇用者 はすべて職 を失 った。

輸出加工区は存在 しない。 しか しなが ら外国の投資家を惹 きつけているラングー ン近郊の

Pyin・Ma・Binの よ うな特別 の軍所有工 業団地や 少な くとも4社 の操業 が知 られ ている

2,000エ ーカーのHlaingthaya工 業地区がある。

c.強 制労働 または拘束労働の禁止

●

・ 強制労働 または拘束労働 は依 然として広い範 囲にわたる重大な問題である。刑法は他人に

強制労働 を強 いた者 に対す る処罰 を規定 して いるが、 この規定が適用 された という例は知

られていない。国際監視員は、この国全体 を通 じて政府が 日常的 に市民に建設および保守

プロジェク トにおける労働を強制 している ことを確認 した。市民は、軍所有の工業地区に

おいても労働 を強制 されている。法は児童の強制労働 および拘束労働 を特 に禁止 してお ら

ず、児童の強制労働は依然として重大な問題である(第6.d節 参照)。

ICFTUは 、政府は 日常的 に数十万人の男性、女性、児童、老人に一般的に報酬 を払わず に

それ らの意志に反 して強制的 に労働 させて いると報告 した。仕事 は、道路および鉄道の建

設 ・修復か ら軍によ り没収された圃場へ往復する軍隊運搬夫としての役務に及んだ。 軍務

運搬夫は遅れた り、逃亡を試みた りした場合 には、飢餓、殴打、殺害の恐れがある。

◎ 3月 、ビルマに本拠 を置 くILO渉 外担 当責任者 は、2001年 のILO高 級 レベルチームの訪問

後 に発出された強制労働を終了させる政府 の命令が一様ではないとして も広 い範囲に頒布

された と報告した。しか しなが ら、強制労働減少に対する影響 は限定的であ り、かつ、永

続 しなか った。政府の強制労働利用は依 然として多数の軍隊が駐 屯する地域、 とりわけ東

部国境地域お よびラカイン州 の北部地域において特に重大である。政府 は強制徴用に対 し

て これ までよ り頻繁 に支払いを行っているようであるが、その支払 いは概 して一般的な賃

金相場よ りかな り低いともILOは 報告 している。外交代表は、政府が強制拠 出に対 して支

払いを行 ったという報告は受けていない。

過去5年 以上にわた り、ILOお よびその他 の国際機関は政府の強制労働利用の減少を見て

いないが・強制労働を徴集する政府 の方法が変化 した ことを知っている。皿・0は 、陸軍の

部隊が もはや村長 に対 し強制労働 を提供 させ る命令書を発行せず、その代わ りにこれ らの
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命令を口頭で与える傾 向がみ られ ると報告 している。ILOは 、政府 は場合によっては強制

労働の要求 を資材、食料 または金銭の強制拠出の要求に置き換えているようであるとも報

告 した。この年全体を通 じて、NGOお よび少数民族 グループか らビルマ陸軍の兵士が紛争

地域 にお いて少数民族 の村人か ら拠 出を強 いた という報告が広い範囲か ら頻繁 に寄せ られ

た。ILOは 、2002年 以降、市民を使役す るな とい う国際圧力の結果 として政府 はます ます

強制労働者 として市民の代わ りに囚人を用いるようになっていると報告 している。この年、

陸軍は引き続 きシャン州の刑務所か ら囚人を連れだし運搬夫 として使役 した。10月 、KNU

に対す る攻勢 中にビルマ陸軍は300人 以上の囚人を運搬夫 として使用 した といわれる。

NLDに 対する5月30日 の襲撃後、強制労働の犠牲者が ビルマの法律 に基づ く救済を求め

ることを援助する推進役を設置するILOと の協定案は先送 りされた。

●

4

当局は世帯 または個人に対 してインフラス トラクチ ャ ・プロジェク トのための労働 に代え

て金銭または食料 を提供する ことを しば しば許容 したが、 しか し広 い範囲にわたる農村の

貧困のため大部分の世帯は労働を拠 出した。両親は常 に子供 に手伝わせて世帯の強制労働

義務を果た している(第6.d節 参照)。

,

この年、外交団は、中央 ビルマにお ける民間インフラス トラクチャ構築 のための強制労働

に関する報告を受 けなか った。強制労働 は人種的 にビルマ人の多 い中央地域では相当に減

少したが、それ は主 として橋梁お よび道路のような多 くのイ ンフラス トラクチャ ・プロジ

ェク トが完成 したためであった。 しか しなが ら、強制労働 は現金 または同種 の強制拠 出に

よ り置き換え られた。た とえば、世帯 または地域社会が軍隊の土地を耕作す るかまた は軍

事訓練 に参加する働き手を提供できない場合、各世帯および1または地域社会はそれ に代わ

る物を弁済 しなければな らない。小規模 になったが強制労働は依然存在する。9月5日 、マ

グウェ地区Chaungnet村 の地域首長は、各世帯か ら1人 ずつ出 してラングー ンーマグウェ

幹線道路の藪を取 り払 うよう強制 した。拒否 した者は5ド ル(5,000チ ャッ ト)の罰金 に処せ

られた。

6月 ・アース ・ライ ト・イ ンターナショナルは、村民が彼 らの地域における強制労働は公共

機関 レベルで陸軍 によ り調整 されて いると述べた と報告 した。東部 ピルマ農村地帯 のある

標本地区の各村長は軍隊か ら強制労働の最新要求を受 け取 るために週末会議 に出席するよ

う要求された。強制労働は決 して十分に補償 されず、労働拒否は処罰 を招 くのみである。

強制労働について苦情 を述べることは危険であ り、村長たちによると報復 を招 きかねない。

この年 の中頃・政府 は新 しい強制労働計画 を開始 し、多 くの公務員お よび各家族か らの1

名 に対 し45日 間の無償軍事教練プログラムヘの参加 を強 いた。SPDCは 各被訓練者 に対 し

制服および竹製の武器の代価 として5ド ル(5,000チ ャッ ト)の支払いを強制 した。政府は、
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軍事教練 に1名 を送 り出す ことのできない家族 に対 し5ド ル(5,000チ ャット)の強制拠 出を

要求 した。報告による と、政府 は食料 によ り、また、まれ に、名 目的な 日当によ り被訓練

者に補償 した。

KNUは 、ビル マ東部 国境 沿 いの紛 争地 域 にお け る強制 労働 の広 範な 利用 に関す る信頼 で き

るが未確 認 の報告 を公 表 した。7月10日 、兵 士 がMone郡 区 にお いて500人 の運搬 夫 を強

制徴 募 して 軍用 食料 補給 品 を運 ばせ た。 荷物 を運 搬 で きな い ものはそ れぞ れ5ド ル(5,000

チ ャッ ト)を支 払わ な けれ ばな らな か った。7月15日 、兵 士が13人 のTan-ta・bin郡 区

K&w・thay・doeの13人 の村 民 に対 し竹 を伐 採 し、軍 隊 のキ ャンプ の フェ ンス を作 るよ う命

令 した ・同 じ7月15日 ・兵士 がTan・ta・bin郡 区 のKaw・Thay・doeの6人 の村 民お よび に

Ga・mu・doeの3人 の村 民 に対 し軍 需品 を運搬 す る よ う強 制 した 。

9 女性 の人身売買は重大な問題である(第6.f節 参照)。

政府 は強制労働 に対する措置 を実施する委員会を設置 し、また、ILOに 対 して ラングーン

における連絡事務所の開設および全国の旅行 を許可 した。 しか しなが ら、この実施委員会

は強制労働の実例 について確認 も訴追 も行っていない。 この委員会 は、強制労働の事実の

報告、調査、訴追のための適切な機構を実現 して いない。

兵士の強制徴募が広 く行われた。外交代表は、まず3人 または4人 の補充兵を徴募 しなけ

れぱ、た といそれが強制徴募 を要す るとしても、政府 は兵士 に対 し兵籍期問終 了時 に除隊

を許 さないということを知った。警察官の強制徴募 も同 じパターンに従 った。

公務員の給料は極わずかである。た とえば、医師の給料は1月10ド ル(10,000チ ャッ ト)で

ある。公務員 は自分の意志で退職することも他の部門 に移 るため に辞める ことも許 されな

い。

d.児 童労働慣行の状態および雇用最低年齢

法は児童の雇用について最低年齢13才 を設定 しているが、実際にはこの法は施行 されてい

ない。児童労働 はます ます広 まり、あか らさまになってきた。働 いている児童は都市部で

非常によく目に付 くが、大部分は小さな企業 または家族企業で働いている。農村地方では、

児童は家族農作業で働 いている。ラングー ンおよびマ ンダ レーの都市非公式部門で働 く児

童は、多 くの場合、幼 いときか ら働き始める。都市非公式部門では、児童労働者 は大体 に

おいて食品加工、街頭販売、ゴミ集め、軽工業、軽食堂給仕な どに従事 している。2002年

の公式統計によると、都市部児童の6パ ーセン トが働 いているが、労働 している児童の4
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パーセ ン トのみが賃金 を稼いでいる。多 くは家族企業 に従事 している。

法は特 に児童 による拘束労働 を禁止 していない。拘束労働 に関す る報告 はないが、労働 を

強い られている児童が存在する。伝え られるところによれば、当局 はラングー ンおよびマ

ンダ レーにおいて10代 の児童を駆 り集め、運搬 または兵役を強いている(第5節 参照)。6

月、ICFTUは 、政府 は十分な人数の成人 を徴募で きないとき、ほとんどの場合 に児童を徴

募すると報告 した。農村地域では、家族中の父親が不在であるか または死んで いる場合、

母親は強制労働拠 出の政府命令に応 じて児童 を送 り出さなければな らなかった。政府 は、

最悪 の形態の児童労働 に関す るILO条 約182条 をまだ批准 していない。

P
社会福祉省は、孤児 またはなん らかの理由によ り家族か ら離れて いる少数の児童に支援 と

就学を与えている。

e.容 認で きる労働条件

政府 の職員およびいくつかの伝統的産業の職員のみ最低賃金規定 によ り保護 されている。

給料 を受 けて いる公務員の最低 日額賃金は、実質的8時 間労働 日について0.10ド ル(100チ

ャッ ト)である。種々の補助金および手 当が この額を補 う。最低賃金も高級職員の稼 ぐ高 い

賃金 も本人と家族 にそれな りの生活水準を与えるものではない。公共部門の低い上に下落

して行 く実質賃金は広範な腐敗 と無断欠勤を育んだ。民間部門では、都市部の労働者は1

日に約0.8ド ル(800チ ャッ ト)を稼 ぐが、農村地域の労働者はその率の約半分 しかもらえな

い。一部の民間部門労働者はそれよ りかな り多 く稼いだ。熟練工場労働者は1日 に約4ド

ル(4,000チ ャッ ト)稼いだ。

余剰労働 力状態、貧 しい経済、政府 による保護の欠如 によ り労働者は依然 として水準以下

の状態 を強いられた。労働者の基本的権利 に関する1964年 の法および1951年 の工場法は

労働条件を調整する。公共部門の職員 に関する5日 一35時 間の週間労働時間および民間お

よび州の企業の職員 に関する6日 一44時 間の週間労働時間が規定外労働に対す る残業手当

とともに法的に規定されている。法は週あた り24時 間の休憩時間 も規定 してお り、労働者

は年間21日 の有給休暇 を認め られている。しか し、実際には、大部分の労働者は地方の農

業および非公式部 門に従事 しているので、このような規定は この国の労働者のうちのほん

のわずかの人々を益 しているのみである。

多数の保健および安全 に関す る規制が存在するが、 しか し、実際上、政府は、それ らの規

制を実施す るために必要な資源を利用可能 にしていない。労働者 は原理的には危険な状態

か ら立ち退 くことがで きるが、実際には、多 くの労働者は、そ うした場合、自分 の職に留
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まることは期待できな い。

£人身売買

女性および児童の人身売買は重大な問題である。伝え られる ところによると、地方 自治体

当局者の間に人身売買に関わっている者が広範囲に存在 している。共謀 した当局者の逮捕

または訴追はこれ まで にない。

σ

法は人身売買を禁止 してお らず、 この国か ら外国への人身売買および国内の人身売買が行

われているとい う報告が ある。誘拐 を禁止する刑法、売春防止法、児童の売買、虐待、使

役を禁止す る規定 を含む児童法のような人身売買に対 して用 いられる法がある。政府によ

る と、密売人は2002年 に人身売買の廉で3～14年 の刑 を受 けた。政府の数字 による と、捜

査 の結果 として約90件 において投獄判決が言い渡された。政府は、6月 まで に223件 の人

身売買を摘発 し、417人 を逮捕 し、83人 の人身売買者に宣告を下 し、82,251人 に不法取引

の廉で説諭 を加えたとする報告 を発表 した。2002年 の2つ の報告 において政府 は、内務大

臣を長 として新 しく形成 された人身売買防止運営委員会によ り実施 される防止、帰国、訴

追措置を強調 した。

当局者 は、人身売買の防止および人身売買者の訴追 に引き続 き取 り組む必要性を認識 した。

政府は これ らの方面 に積極的であるが、その有効性は年末現在で明 らかでない。政府は人

身売買と闘うために国際および国内NGOと の協力を拡大 し、また、タイの管轄官庁 との協

力に乗 り気にな り始めた。 しかしなが ら、政府は近隣諸国 と協 力する公式措置 をなん ら講

じていない。

性的搾取、工場労働、家庭使用人労働 を目的 とするタイおよび中国、イ ン ド、バ ングラデ

シュ、台湾、パキスタン、マ レーシア、シンガポール、 日本、中東諸国を含むその他の国

への女性および少女の人身売買は問題である。 シャン族お よびそ の他の少数民族の女性 と

少女が北部の国境 を越 えて人身売買 された。カ レン族およびモン族の女性 と少女が南か ら

人身売買された。国内人身売買の流れは、一般 に貧 しい農村 と都市の住民地区か ら売春の

繁盛 している地域(ト ラック輸送ルー ト、鉱業地域、軍の基地)お よびタイ、中国、イン ドと

の国境沿 いに向かって いるという証拠がある。伝え られ るところによると、成人と少年の

男性 も性的搾取および労働のため に他国に人身売買 された。大部分 の観察筋は これ らの犠

牲者の人数は少な くとも年に数千に上るとみているが、信頼できる推定値はない。

児童売春および児童ポル ノを取 り締 まる法は存在するが、それ らは公的に施行 されていな

い。タイか らの報告は・彼の地 におけるHIV伝 染率の上昇 により、一応 はrよ り安全な」
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若 い売春婦の需要が増大 し、その多 くは ピルマか らきた ことを示 している。国内にお ける

児童 の人身売買 もまた悪化 している問題 と思われる。 しか しなが ら、その程度 に関す る信

頼で きる統計がない。政府は、解放 された児童人身売買犠牲者の家族の所在発見の援助お

よび犠牲者のタイか らの帰国の支援 に着手 した。

近年 に至 って、政府は、表向きは人身売買の犠牲者 としての女性の流出を減 らすため に、

独身女性の旅券取得または外国人 との結婚を難 しくした(第1.f節 および第2.d節 参照)。 ま

た、25才 未満の女性は保護者がいない場合 には出国できないという規制 もある。 しか し、

強制的 にあるいは誘惑 されて売春 のためにタイ国境を越える大部分の市民は旅券な しで国

境 を越える。

●

プ

争 地方 自治体 当局者の腐敗は広 く行 き渡 り、人身売買関与 を含んでいる。国内外の性的およ

び搾取的人身売買を阻止 しようとす る政府の試みは、 問題 の大きさを考 えるな らば、限定

されたもので ある。

多 くのNGOが 人身売買に対抗するために考案 した貧困緩和および教育 プログラムを提供

した。 これ らのプログラムはまず まずの成功を収めているといわれている。

政府は この年に人身売買対策に関 して限定的な進歩は達成 したが、人身売買が行われてい

る程度お よび政府の活動の成果 に関す る基礎的情報がない。政府の広範囲にわたる治安管

理、情報の 自由な流れに対する制限、透明性の欠如のため に、この国における人身売買行

為 について意 味のある評価 を行 うことはできなかった。た とえば、専門家はこの国か らの

人身売買が相 当な ものであることについて同意 したが、政府を含む どの組織 も人身売買の

犠牲者 の人数 を評価する ことができないか、またはそれ に意欲 を示さなかった。政府は、

この問題に対処 した取 り組みに関する自らの報告について 自由な評価 を許さなかった。

このサイ トは、米国国務省広報局により管理 されている。

他のインターネ ッ ト・サイ トヘの外部 リンクは、本サイ トに含まれている見解 の裏書きと

解するべきではない。
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